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令和６年６月４日 令和６年度経済産業省行政事業レビュー公開プロセス（Ａ日程） 

議事録 

 

○浦上会計課長  それでは、定刻になりましたので、ただいまから令和６年度経済産業

省行政事業レビュー公開プロセスを開催させていただきます。 

 本日御参加いただきます６名の外部有識者の皆様方におかれましては、大変お忙しいと

ころ御出席いただきまして心より御礼を申し上げます。 

 恐縮ですが、時間の関係もございますので、御紹介は委員名簿の配付に代えさせていた

だければと存じます。 

 この公開プロセスは、行政事業レビューの一環として、外部有識者の皆様に公開の場で

主要な予算事業の点検を行っていただくというもので、経済産業省の責任で執り行うもの

でございます。今年度の公開プロセスは、２日間にわたって、計７事業を対象に実施した

いと考えております。 

 経済産業省の関係は、大規模な予算事業を数多く所管をしております。その適正な執行

はもとより、国費投入の、このコストに見合った成果の実現に経済産業省として大きな責

任を負っていると考えておりまして、今回取り上げます事業が効率的・効果的に実施され

るように、ぜひ建設的かつ忌憚のない御意見をいただければというふうに考えております。 

 本日は、グリーンイノベーション基金事業、グローバルサウスとの未来志向型共創等事

業、ポスト５Ｇ情報通信システム基盤強化研究開発事業という３つの事業について御審議

をいただきます。 

 議論の進め方でございますけれども、議論は事業ごとに行わせていただきます。資料と

いたしまして、それぞれにつきまして概要の説明資料、それから行政事業レビューシート、

基金事業につきましては基金シート、それから論点シートというものを委員の皆様のお手

元に配付をしてございます。 

 この先の進め方でございますけれども、まずは担当部局から８分程度で事業の概要を御

説明させていただきます。続きまして、有識者の皆様に質疑、それから担当から回答をさ

せていただきながら議論を行っていただいた上で、委員の皆様におかれてはコメントシー

トに記載をいただくような形で御講評を賜ればと思っております。最後に、各有識者が記

載をしていただいたコメントを踏まえて梶川委員長のほうで全体の取りまとめをさせてい
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ただきます。１事業１時間程度ということを見込んでおりますので、進行に御協力をお願

いできればと思います。 

 会場におられる有識者の先生方の皆様、卓上に設置した端末でコメントに入力していた

だくという形になりますので、議論の途中から入力できるようになりますけれども、入力

を終えたところで確認ボタンをクリックしていただくと、こういう流れになります。入力

内容が事務局に提出されるということになりますけれども、御不明な点がございましたら

御遠慮なく、会場に控えている職員のほうにお声をかけていただければと思います。 

 本日の議論の模様は、YouTubeでライブ中継をさせていただいております。画面の向こ

う側におられる皆様方もどうぞよろしくお願いをいたします。 

 それでは、以降の議事進行を梶川委員長にお願いをしたいと思います。梶川委員長、よ

ろしくお願いいたします。 

○梶川委員長  梶川でございます。皆様、よろしくお願いいたします。 

 それでは、最初の事業、「グリーンイノベーション基金事業」を始めます。 

 まず、担当課から事業概要を８分程度で御説明ください。よろしくお願いいたします。 

○説明者（笠井）  よろしくお願いいたします。エネルギー・環境イノベーション戦略

室の笠井と申します。グリーンイノベーション基金事業について御説明を申し上げたいと

思います。 

 １ページおめくりいただきまして、右下２ページ、目次を御覧いただければと思います。

本日、４点に分けて御説明できればと思います。１点目がこの基金事業の仕組み、これは

簡単に御説明できればと思います。続いて進捗状況、さらにはこの基金事業の評価手法に

ついて検討を進めているものがございますので、こちらも御説明できればと思います。こ

れらを踏まえまして、４ポツとしては具体的に様々な環境の変化の中で、この基金事業と

いうのをある意味伸縮させながらというか、見直しをしながら進めているという部分がご

ざいます。これを御説明できればと思います。 

 まず、４ページを御覧いただければと思います。基金事業の目的と概要ということでご

ざいます。 

 改めて申し上げるまでもないかもしれませんが、2020年に政府としてカーボンニュート

ラルを2050年に目指すということで宣言をしまして、その時点の目標というのは、21世紀

後半のなるべく早期にカーボンニュートラルを実現していこうという目標であったので、

かなり従来の目標を前倒ししていくと、こういう状況にありました。そういう意味では並
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大抵の努力ではうまく進まないということもありますので、このエネルギー産業部門の構

造転換、それから大胆な投資によるイノベーション、これを大幅に加速していこうと、こ

ういうことでございます。 

 そういう中で、今回ＮＥＤＯに２兆円の基金を造成しまして、最長で10年間、研究開

発・実証から社会実装までを継続して支援する事業ということでグリーンイノベーション

基金事業を立ち上げたということでございます。その後、令和４年度、それから令和５年

度において、それぞれ3,000億円と4,564億円、これを積み増しをしておりまして、現状２

兆7,564億円ほどの基金になっているということでございます。 

 この基金事業の一番のポイントというか、ある意味特徴的なところは、企業経営者の方

に経営課題として取り組んでいただく、このことにしっかりとコミットを応募の際にいた

だくということにしておりまして、その点がかなり新しい点というか、特徴的な点と言え

るかなと思っております。 

 その点、少しこれまでの経緯も含めて御説明を申し上げますと、この資料にありますと

おり、１ポツのところですけれども、これまでの研究開発事業における課題という意味で

言うと、３つほど大きく挙げて課題があったかなというふうに思っております。１つ目は、

官民での目標共有が不十分であるということ。２つ目は、やはりどうしてもこれは研究者

の方にとっては真理の探究というところに関心が行きがちな点があって、それをどう産業

であるとか世の中に役立てていくのか、つながっていくのかというところを、少しそれが

欠落をしてしまうようなケースというのが散見されたということ。それから３つ目は、こ

れは企業が取り組む場合においても研究開発部門であるとか一事業部門内の取組というこ

とに留まってしまって、成果は出たんだけれども、実際それをビジネスとして立ち上げよ

うとすると会社としての資源を投じて投資をしながら事業を進めるというところまで行き

切れないと、こういったような課題、ケースというのが散見されたということでございま

す。そういう意味では、これらが研究開発の成果が社会実装につながらないある種の理由

であろうということを踏まえまして、このグリーンイノベーション基金事業においてはこ

れらの３点についてこれまでにない取組をやっていこうということで制度を整理してござ

います。１点目、それから２点目については、ここに書いてあるとおりですけれども、３

点目のところですが、先ほど申し上げたとおり、これは会社としての経営課題に位置付け

ていただくと。それを明確にしていただくために経営者の方には、この基金事業に応募す

る際には、社長のお名前でこういうふうに取り組んでいくのであると、そして将来的には
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この事業の成果が出たときにはこういうふうに事業化につなげていきたいと考えていると、

こういったことをなるべく具体的にお示しいただくという仕組みを導入しまして、これら

をベースにこの事業の推進を図っていくということにしてございます。 

 次のページは基金事業の基本方針の概要ということですけれども、これは細かいので詳

細説明は割愛したいと思いますが、こういった基本方針を経済産業省としても設定をしま

して、これに基づいて事業を進めているということでございます。 

 それから、この基金事業、支援対象としましては、カーボンニュートラルということを

打ち上げた際にこのグリーン成長戦略というものを関係省庁の間で取りまとめまして、そ

の中で、このカーボンニュートラルを実現していく上で不可欠な分野について実行計画と

いうものを定めております。これらを対象に事業を進めていくということにしてございま

す。 

 それから、この基金事業の実施体制というところで、様々な主体の関与の下、取組を進

めているということでございます。下の絵の中段の左側に赤い四角がありますけれども、

ここは産業技術環境局ということで私の部署になりますけれども、ここが基金事業の管理

主体ということになります。ここで「基本方針」等を作成するということで全体の管理を

してございます。 

 その上で、上側にグリーンイノベーションプロジェクト部会というのがあります。これ

は産業構造審議会の中に新しく作った部会なんですけれども、この中でこの基金の運営に

係る基本方針の審議であるとか、その他様々な全体に対する方向性の議論をいただいてい

るということになります。 

 その右側に分野別ワーキンググループというのがありまして、これは現在３つ設置をし

ておりますけれども、先ほど御紹介しましたこの14の分野をそれぞれ分担して担当してお

りまして、その分野において、今後この基金を使って実施する研究開発の事業について、

このワーキングループの中で御審議をいただいているということになります。実際に審議

いただく内容については、このワーキンググループの下のところに青い四角で「経済産業

省及び関係省庁のプロジェクト担当課室」というふうにありますけれども、まさに政策を

所管する部局の人間が、どういう研究開発を実施し、それをどういうふうなタイムライン

でもって社会実装していく必要があると考えているのか、こういうものを政策として取り

まとめまして、この文書をワーキンググループにお諮りをしてそこで審議をいただくとい

う形を取っております。このワーキンググループでいただいた御意見もその計画の中に反
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映をさせた上で、実際の研究開発を実施する者をＮＥＤＯ── 一番下にありますけれど、

ＮＥＤＯのところで公募をすると、こういうプロセスを取ってございます。実際にはＮＥ

ＤＯが公募をし、応募に対する審査、それから採択を行い、さらにはその企業等と契約を

結び、事業の実施に合わせて必要なお金を、この基金のお金を用いて支払いをしていくと。

こういう事務を一体的に実施しているということになります。 

 次のページは、今申し上げたような関係主体の取組を時系列で左側から並べてございま

す。最初に①のところですけれども、基本方針を策定し、②として政策担当部署において

プロジェクトを組成する。３つ目、③のところですけれども、プロジェクトが固まりまし

たらＮＥＤＯから公募をし、採択をする。そして、④のところですけれども、採択する事

業者が決まった後は、このプロジェクトの進捗に合わせてその進捗状況を評価する。こう

いう流れで事業を進めてございます。 

 この評価のところを後ほど御説明できればと思いますけれども、主に２つの評価主体を

設置してございまして、一番下のほう、ＥのＮＥＤＯの中に「技術・社会実装推進委員

会」というのが書いてあります。これは、技術面、それから事業面の専門家の方が入って

いらっしゃいまして、ここで技術的な取組の進捗状況等を管理をしているということにな

ります。 

 一方で、上のほうに取組状況のモニタリングというのがあります。ここについては、分

野別のワーキンググループと言われる産構審の中につくったワーキンググループ、こちら

のほうで確認をしておりまして、これは主に応募の際に経営者の方に表明いただいている

コミットメントの状況がどうであるかということを実際にその経営者の方にお越しいただ

いて説明をし、議論をすると。こういうやり方でモニタリングを実施しているということ

でございます。 

 次のページが今申し上げたワーキンググループにおけるモニタリングについて簡単に示

したものになりまして、事業開始から、その後毎年１回程度実施をしていくということに

しまして、実施企業等の経営者の方に実際に来ていただいてコミットメントへの取組状況

を御説明いただくということにしております。 

 また、併せまして、担当省庁、それからＮＥＤＯから、その社会実装に向けた支援の状

況であるとか、それから競争環境の変化、こういったものも併せて御報告した上で委員の

方に御審議をいただき、必要があれば中止・縮小または加速・拡充等、こういったプロジ

ェクトの在り方について意見交換を実施しているということでございます。 
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 続きまして、２ポツになりますけれども、グリーンイノベーション基金事業の進捗状況

について御報告できればと思います。 

 基金につきましては、先ほど御説明申し上げましたとおり、現状２兆7,500億円強の基

金ということになってございます。この基金については既に20件のプロジェクトを組成し

ておりまして、最長10年間で２兆2,600億円ほどの拠出が決まっていると。この拠出とい

うのは、この20件組成したプロジェクトについて、それぞれ１件ごとに最大でこの金額ま

で基金からお金を出しますというのを決めております。その最大限この金額まで出すとい

うところを積み上げると、この２兆2,600億円ということになるということです。このう

ち２兆765億円については、これは実施する者を採択している。つまり、どなたが幾らの

お金を使ってどういうことを実施するのかというのが決まっている金額という意味では、

２兆765億円ということになります。 

 加えまして、まだ拠出が決まっていない残額、これが約4,900億円ございますけれども、

このうち約3,900億円については、これは今後具体的なものは議論していくことになって

いますけれども、プロジェクトへの取組の追加であるとか拡充など、どういうことをやっ

ていこうかという大きなテーマについては部会のところで決定をしてございまして、今後

その部会の下のワーキンググループで詳細を議論していくということになっています。そ

ういったものに使用される見込みということになっておりますので、事実上この２兆7,50

0億円強についてはほぼ使い道が定まりつつあると、こういう状況になっているというこ

とでございます。 

 また、併せまして、モニタリングについては、これまでに計26回を実施してきていると

いうことになります。 

 次の２ページ、13ページ、14ページは、今申し上げた20のプロジェクトについて、各プ

ロジェクトの予算の上限額、それからモニタリングの直近の実施実績について一覧にして

ございます。御参照いただければと思います。 

 それから、右下15ページですけれども、基金の進捗ということで、基金事業が実際に立

ち上がって約３年になります。そういう意味では、先行している取組については幾つかの

成果が見えてきているということでございます。幾つか御紹介を申し上げますと、１つ目

がＣＯ２の排出量を大幅に削減する水素還元製鉄。それから、２つ目が日本初の次世代型

太陽電池であるペロブスカイト太陽電池。３つ目が水素を大量に移送する液化水素運搬船

ということで、下に絵と、それから現状の取組の状況を簡単に記載しております。時間の
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都合上、詳細は割愛をさせていただければと思いますけれども、いずれも当初描いた技術

開発の中身についてこれまで順調に成果を出してきておりまして、今後は実証の形で様々

なこの技術を実際の商用の機械などにも実際に適用したりしまして、その技術の成果を活

用していくと。さらには、ビジネスとしての成立性というのを確認していくと。こういう

段階に入っていくものが出てきているということでございます。 

 次に、16ページから18ページの３ページは、今申し上げた３つの取組について、もう少

し現状と、それからこの先の見込みについて整理をした紙になります。こちらも詳細は割

愛をできればと思いますけれども、ポイントは、左側、青いハッチングのところ、ＧＩ基

金での支援ということで、技術開発の支援を今進めているところですけれども、その右側

に緑ハッチングのところでＧＸ経済移行債による支援の見通しというのがあります。こう

いったことで、技術開発だけではなくて、このＧＸ経済移行債を用いた様々な支援策など

も組み合わせまして、技術開発から社会実装までを一体的に支援していくということで取

組を進めてまいりたいと考えております。 

 それから、基金事業における評価手法の検討ということで、評価の在り方、方向性を御

説明したいと思います。 

 20ページのところですけれども、基金の点検・見直しの横断的な方針ということで、昨

年、政府のデジタル行財政改革会議における総理指示を踏まえまして、行政改革推進会議

においてはこの各種基金事業、これは政府全体の基金事業の点検見直しの方針が決定をさ

れているということでございます。この見直しの方針の中の２のところですけれども、定

量的な成果目標を策定・公表するようにということでまとまっておりますけれども、こう

いった政府の方針と同時に、昨年この行政事業レビューの場においても有識者の皆様から、

この基金事業、我々のグリーンイノベーション基金事業についても定量的な成果目標であ

るとか、それの進捗状況の測定というものをしっかりやっていくようにという御指摘を頂

戴しておりました。こういった様々な御指摘を踏まえまして、まさにこの定量的な指標の

設定と進捗状況の把握というのを今後進めていこうというふうに考えてございます。 

 それから、次のページになりまして、21ページのところ、いわゆるロジックモデルとい

うものを準備してございます。これは、左側が直接コントロールできる部分という意味で

は政策資源の投入に関する部分でありまして、ＧＩ基金については予算額が２兆7,500億

円強と。それから、それらを用いてプロジェクトを現状20件組成し、実際に研究開発の事

業の採択をしているというのが主なアクティビティーとアウトプットということになりま
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す。 

 一方で、右側のところですけれども、これが経済・社会等の変化ということで、いわゆ

るアウトカムとしてどういうものが出てくるのかというところですけれども、このグリー

ンイノベーション基金事業について申し上げると、一番右側、長期のアウトカムとしては

ＣＯ２の削減効果ということ。もちろんカーボンニュートラルをこの基金だけで実現する

わけではないので、そのカーボンニュートラルへの「貢献」ということになりますけれど

も、ＣＯ２の削減効果がどれぐらいあるのかということ、それから経済波及効果というこ

と、この２つがこの金事業の長期的なアウトカムということでございます。 

 これを達成していくに当たって、その中間地点においてどういう成果指標を見ながら進

捗状況を把握していくのがいいのかということで設定をしたのが、この短期と中期のアウ

トカムということでございます。大きく３つありまして、１つは研究開発の進捗状況とい

うもの。これが、その目標に対してしっかり進んでいるのかどうかというのを見ていきま

しょうということ。２つ目は、国際的な競争力ということで、これは技術面もそうですし、

それからその技術を用いたビジネスとしての競争力ということ、両方の観点があろうかと

思いますけれども、少なくともこの開発した技術が社会実装されていくためには競争力を

持ったものでなければならないということですので、これを測っていこうというのが２つ

目。３つ目は、経済波及効果との関係で言うと、この技術開発を通じてどういった民間の

投資が誘発されているのかということですね。これは基金事業に関連してどういう投資が

行われているのかということを把握しながら、この誘発効果というのを見ていこうという

のが主な３つのアウトカムということでありまして、これらを捕捉しながら、基金事業の

成果というのを定点的に継続的に把握していきたいというふうに考えてございます。 

 次の22ページのところが、今申し上げたアウトカムの短期・中期、それからその目標年

度、それからどういった形で指標を測定するのかという指標の考え方、それから目標値と

測定手法ということで整理したものでございます。研究開発の進捗については、これは今

申し上げましたとおり、目標に対してどれぐらい進捗しているのかという形で把握をして

いこうというふうに考えています。 

 一方で、国際競争力のところがかなり難しいなと思っていまして、ここは昨年度、この

捕捉の考え方について我々、外部の力も借りながら整理をしておりまして、今年度はその

考え方に基づいてプロジェクトごとにどういう手法を採るのがいいのかというのを具体的

に設定をして、これを実際に図っていくということを今年度はトライしていきたいという
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ふうに考えております。 

 それから、民間の投資誘発のところ、これは基金事業を実施している事業者の方に数字

をしっかりと報告いただく形で集計をしていくということで取組を進めたいと考えてござ

います。 

 最後に４ポツですけれども、環境変化を踏まえた今後の取組の方向性ということで、今

申し上げたような事業の成果の把握、それから経営者の方に来ていただくモニタリング、

こういった取組を進めまして、この基金事業をしっかりと状況に合わせた形で柔軟に資源

配分を実施していきたいと、このように考えてございます。 

 そういう意味で、この下にありますプロジェクトの内容を、見直しを行う類型というこ

とで３つ主に想定をしております。１つ目がステージゲートということで、これは技術開

発の状況をしっかり見ていって、実際の目標値を達成しているかどうかという観点から評

価をしていくというもの。２つ目が、取組状況が不十分な場合の事業の中止ということで、

これは先ほど申し上げた経営者の方にコミットメントを表明していただいた上で取り組ん

でいるという事業ですので、このコミットメントに対して実際に経営者の方がしっかり取

り組めているかどうかというところをしっかりと御説明いただき、それに基づいて、場合

によっては事業の中身の変更や中止をしていくということ。それから、３つ目ですけれど

も、環境の変化に伴うプロジェクトの中止・縮小とか加速・拡充ということ。これは、経

営者の方の努力に関係なく、円安であるとか、それからいろいろな資源高であるとか、そ

れから競合相手の取組状況、様々なコントロールできない要因によってプロジェクトは

様々な環境変化にさらされているということになります。こういったものをしっかり把握

をしながら、場合によってはその中身を柔軟に変化させていこうということで、この３つ

の類型でプロジェクトの在り方というのをこの10年間の長い間においてマネージしていき

たいと、このように考えてございます。 

 １点だけ御紹介申し上げますと、この環境の変化という意味では、極めて残念なことで

はあるんですが、技術開発を競合との関係において中止をした事例というのも実際に出て

ございます。この下の絵は、いわゆるデータセンターのサーバーをイメージしたものであ

りまして、このサーバー、最近のＡＩ活用の増加等もありまして電力の消費というのが増

えているという状況でございます。ここの省電力化を進めていく技術開発というのは極め

て重要ということで取り組んでおるんですが、下の赤枠で囲んでいるアクセラレータとい

う技術の部分については、このＧＩ基金の中で取り組んでいた部分については、残念なが
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ら海外の競合企業──極めて有力な企業ですけれども──が最新の技術をいち早く適用し

てしまったということで、正直ここに勝つのは難しいという経営判断もございまして、取

り組んでいる事業者としてはここの部分についてはもう中止をしたいということで申出も

ありました。我々としてもそれが適切であろうという判断をいたしましたので、この部分

については中止をしたということであります。これは中止をしたんですが、同時に、ある

意味この基金のお金はそこに投入しなくて済んでいるということではありますので、この

基金のお金についてはまた別途、より効果の高いところに改めて投資をするということに

して有効に活用したいと、このように考えてございます。 

 最後、取組の追加等。これは詳細を御説明するのは割愛したいと思いますけれども、取

組の状況を見まして、下の表にありますとおり、１ポツ、２ポツのように、実施中のプロ

ジェクトに取組を追加するということ、もしくは新しいプロジェクトを追加するというこ

ともやりまして、必要な取組があれば逆に新しい資源を投じて取組を拡充していくという

ようなことも柔軟にやっているということでございます。 

 長くなってしまいましたけれども、私からの説明は以上にさせていただきます。 

○梶川委員長  御説明ありがとうございました。 

 それでは、本事業の論点を御説明させていただきます。本事業については、「①経営者

からのコミットメントを引き出す方策について更なる見直しを行う余地があるのではない

か」、２番目としまして「本事業の執行状況や成果について発信を引き続き行うとともに、

ＥＢＰＭの観点から成果目標の設定について不断に見直しを行うべきではないか」、３番

目といたしまして「事業の継続可否判断の基準等について、引き続き検討を深めるべきで

はないか」という論点を中心に御議論いただければと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

 どなたからでも結構でございます。挙手等をお願いいたします。それでは、水戸先生、

お願いいたします。 

○水戸委員  御説明ありがとうございました。水戸から質問させてください。 

 この政策、カーボンニュートラルという大きな目標、世界的な目標の中で、予算も甚大

で期間も長期ということで、既にモニタリングも始められていて、検証作業も並行して進

められているという中では、我々としてはしばらく見守らせていただくと同時に、モニタ

リングの途中で出てきた課題についても何かあれば御指摘申し上げるというのをやってい

くのかなというふうに思いつつ、あえて課題として申し上げると、１つ、今回の特徴は経
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営者のコミットメントを注視していこうということで、大変すばらしいと思います。研究

開発部門が国の予算を使って良い研究をしても、それがなかなか実装化されないというの

は多くの例で見られていることなので、やっぱり経営者だよねというところに視点を向け

られたのは大変いい視点かなと思っております。ただ、そこで一歩進んで、例えばですけ

ど、経営者の報酬に跳ね返す工夫はどうかと。今はＥＳＧ経営とかＳＤＧｓへの経営者の

取組を報酬に反映させるという企業が出てきております。pay for performanceよりpay f

or missionなんていう標語を使っているところもあります。これは一見ちょっとドラスチ

ック過ぎるように見えるんですけれども、今の経営者の方々の報酬は、固定報酬プラス業

績報酬というので、もう既に成果主義が利益のほうでは反映されていると。片や、企業の

ミッションであるところのＥＳＧとかＳＤＧｓ方面については報酬に反映されていないと。

そうすると、ちょっとそれは片方だけに軸足が置かれ過ぎているのではないかという反省

の下に、一部企業では経営者の方針にも反映させようではないかという動きがあります。

その当否とか現実性について議論があるのは承知しているんですけれども、今日のこの政

策のテーマからすると、そういう視点で、おたく様の企業はトップの報酬に何か今回の取

組を反映させるようなことってされていますか、あるいはされるおつもりはありますかな

んていう問いは、すること自体にも意義があるのかなということを思いましたので、コメ

ントさせていただきます。 

○梶川委員長  それでは、事務局、よろしくお願いいたします。 

○説明者（笠井）  ありがとうございます。まさにおっしゃるとおりかなと思っており

まして、実はこの基金事業、応募の際に事業者の方に応募いただくための参考のフォーマ

ットみたいなものを御用意しているんですが、実はその中にも、これは義務ではないけれ

ども、まさにこういう取組が経営者の報酬に反映される仕組みがありますかということは

伺っています。その上で、もしあるのであればそういうことも書いてくださいということ

をお願いしまして、別に書いていないからといって採択されないということにもしません

し、何ら義務ではないんですが、もしそういうものがあるのであればそれをしっかりと御

説明いただくとすると、経営者の方がコミットされているんだなという一つの傍証だなと

いうふうには我々は捉えてございます。 

○水戸委員  ありがとうございます。 

○梶川委員長  ありがとうございました。よろしいですか。 

 続きまして、どなたか。では、滝澤先生、お願いいたします。 
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○滝澤委員  御説明をありがとうございました。大胆な投資によるイノベーションを実

現するということで、２兆円を超える非常に大きな基金で14分野を支援対象にされている

ということで、定量的な指標の設定もいろいろと工夫をされているように思います。 

 私からは２点質問させていただければと思うんですけれども、今し方、25ページのとこ

ろでプロジェクト内容の見直しを行う類型ということで御説明いただきましたけれども、

例えばこの競争環境の変化以外での中止というのもあり得るのかどうかということですね。

例えば経営者の交代というのもあり得るというふうに思うんですけれども、そうした場合、

企業の経営方針が変わるという可能性もあるかと思いますが、コミットメントの部分に関

連してそういう可能性もあるのかどうか。その場合、どのような対応をしているのかどう

かというようなことが１点目です。 

 もう２点目は、企業サイドには競争環境の変化などによっては本来中止したほうがよい

ようなプロジェクトと、プロジェクトの投資活動を継続してしまう誘因もあるように思う

んですけれども、もしかすると基金を拠出している側にもそうした誘因がある可能性もあ

るのではないかなというふうに考えています。こうした事業の継続の是非について、どの

ように客観性を持った判断を下せる体制というのが構築されているのか。 

 以上、２点お伺いできればと思います。 

○梶川委員長  それでは、お願いいたします。 

○説明者（笠井）  ありがとうございます。 

 まず、１点目のところは、例えば経営者の方が替わったりして会社としての方針が変わ

った場合どうするかということだったと思います。その点については我々も、まさにこの

経営者の方の、ある意味経営者個人の名前を書いて提出いただいているということはあり

ますので、それが替わられたとき、方針が変わったらどうするのかというのは検討してご

ざいます。まず提案いただくときに、我々としては、経営者が替わったときにそれをどう

いうふうに実施をしていくのかについて、つまり、後任の方にちゃんとこの方針を引き継

いでくださいということをお願いしています。もしそれが引き継がれていなくて会社とし

てのコミットメントが果たされていないということであれば、これはコミットメントが不

十分であるということ、これを我々は指摘を申し上げることになると思っております。こ

れはもちろん経営者の方のお名前を出していただくわけですが、これが作成された場合に

は当然それも引き継いでいただかないといけないと思っておりますので、そういった形で

我々としては、もしそれが不十分であるということであれば御指摘を申し上げた上で、も
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し本当にそれが全く実施されないということがあれば中止をする要件になり得るというふ

うに考えております。 

 ２つ目のところ、これはプロジェクトを継続する誘因が国の側にもあるのではないかと。

そういったものをどういうふうに客観的に見ていく努力をするのかという御指摘でしたけ

れども、これはおっしゃるとおりで極めて難しいところがある課題ですけれども、同時に

これは先ほど申し上げたワーキンググループ、これは有識者の方に入っていただいており

ますけれども、有識者の方にも、このプロジェクトが継続するに値するかどうかというの

を客観的な情勢の中で御指摘をいただくということにしております。最後、このプロジェ

クトのモニタリングを実施した後には、有識者会議、ワーキンググループとして、この事

業において国が何をすべきかということ、それから事業者が何をすべきかということ、こ

れを取りまとめとして公表しています。その中で、有識者の観点として、国としてもうち

ょっとこういう取組が必要ではないかという御指摘を頂戴しておりますので、最後はそう

いうところで国側の取組についても、有識者、第三者の立場から見ての御指摘を頂戴する

という形で担保していくということはやっていこうと思っております。 

○滝澤委員  ありがとうございました。 

○梶川委員長  よろしいですか。それでは、ウェブで御参加の赤井先生、お願いいたし

ます。 

○赤井委員  ありがとうございます。すみません、よろしくお願いします。 

 成果の検証に近い話になるかもしれないんですけれども、これまでいろいろなプロジェ

クトをやってきて、先ほど国役割責任というのがありましたけど、リスクをここまで取れ

ば成功率が増えるのかとか、これまでの効果検証のところから得られた何か鉄則みたいな

ものとか、マニュアルとか、そういうのをベースに何かこういうのを組み立てられてるみ

たいな、そういうのはあるのでしょうか。すみません、そういう質問です。ちょっと大き

な質問で申し訳ないです。選定していく上で。もう、こういう専門家が見ればいいという

ことなのでしょうか。それともこれまでの、そういうようなものをベースにというのがＮ

ＥＤＯでも行われているのでしょうか。経産省でも。 

 以上です。 

○説明者（笠井）  すみません、ちょっともし私が取り違えていたら御指摘を頂戴でき

ればと思います。この成果の把握という意味で申し上げると、ＮＥＤＯの中、これは技

術・社会実装推進委員会という委員会を構成していまして、技術面を含めて有識者に入っ
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ていただいていますけれども、その中に、この事業の進捗に当たってはマイルストーンと

して、どれぐらいのタイミングでどういうものを実現していくのかという、これを表明し

ていただいています。その表明されたものと進捗状況を突き合わせながら、順調に進んで

いるのか、そうでないのかというものを把握していくという仕組みを取っておりますので、

その中で事業としての進捗具合というのは見ていくということでございます。 

 一方で、これは難しいところなんですが、最初に10年間書いたタイムラインどおりに物

事が進んでいるからといって、それは果たして成果であり十分な取組なのかというと、必

ずしもそうでもない。つまり、先ほど御説明申し上げたように、10年間でやればいけると

思ったけれども、ライバルは５年間で実現してしまったと。こういうようなケースも場合

によっては発生し得ると思います。そういう意味では、そういう当初設定したラインだけ

にとらわれることなく、現状がどういう状況なのかというのを把握しながら、場合によっ

ては追加的な資源も活用しながら加速をしていくとか、こういうこともやっていくという

マネジメント、これはワーキンググループのほうで実施をしているという、こういう体制

でやってございます。 

 すみません、ちょっと御指摘の点にしっかり答えていないかもしれませんが。 

○赤井委員  ありがとうございます。 

 ちょっと追加ですけれども、最後、成功の事例を紹介していただきましたよね。成功し

ましたというふうに出ていたんですけど、その「成功」というのはどういうふうに捉える

のかというか。うまく事業はいきましたとなったときに、政府がこれだけリスクを取って、

こういうことをしたから成功したのか、そうでなくても成功するものだったのか、その辺

りで、リスクの取り方もここまでで適切だったのか、その辺りまで「成功」という範囲内

で効果検証みたいなものは行えているのでしょうかね。費用対効果みたいなものはどうな

んでしょう。 

 以上です。 

○説明者（笠井）  ありがとうございます。まだ、何ていうんでしょうか、その費用対

効果というところまで検証の方法なりは整理できていないということですけれども、この

取組自体、政府としてのリスクテイクがなかったら成功しなかったかどうかというのは、

なかなかこれは説明が難しいところではあるんですけれども、一方で…… 

○赤井委員  確かに難しいところだと思いますけれども、そういう議論とか過去の事例

を整理して、マニュアル的なものとかそういうものがあって生かされているのかどうかと
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いうところが。なかなか難しいと思うんですけど、これは今どんどん新しい分野が出てく

るので、過去の分野だったら同じことをすればいいってなりますけど、それは「イノベー

ション」とは呼ばないと思うので。まあ、なかなか難しいと思うんですけれども、そうい

う情報の蓄積とか、事例の整理とか、そういうのは今後にＰＤＣＡの意味で役立つかなと

思って質問した背景です。 

 分かりました。大丈夫です。以上です。ありがとうございます。 

○説明者（笠井）  ありがとうございます。 

○梶川委員長  よろしいですか。難しいということがよく分かったということで。 

 それでは、お願いいたします。柏木先生。 

○柏木委員  御説明どうもありがとうございました。私からは３点。 

 まず、コメントだけなんですけれども、この事業は非常に重要で、10年にわたって長い

ですけれども、非常に大事な事業だというふうに思っております。結構すごくいろいろ考

えていらっしゃって、いろいろな形で事業を効率的に進めていただく仕組みというのを導

入されているなというふうに思っているんですけれども、その一方で、結構締めていくと

いうか、しっかり抑えていくという方向にも見受けられますので、一方で、事業者側のほ

うから経産省さんやＮＥＤＯのほうに率直な意見を言いやすいとか、あと率直にいろいろ

悩んでいることを気軽に相談しやすいという環境も同時につくられると、よりよくなるの

ではないかなと思いました。──というのが意見です。 

 あと２つは質問なんですけれども、適切なタイミングで事業の見極めをするというのは

非常に難しいことだと思いますし、あと、フットワーク軽くというのもなかなか難しいな

と思う中で、非常に今回工夫されているなと思うんですけれども、資料で言うと32ページ

になるんですけれども、ワーキングをつくっていただいてモニタリングをなさっていると

いうことなんですが、どのぐらいの頻度でモニタリングもしくはワーキンググループを開

催して、その見極めのタイミングを行うまでのサイクルがどのぐらいの期間というか、半

年とか、１年とか、１年半とか、どのぐらいでなさっているのかなというスケジュールを

教えていただきたいというのが２点目です。 

 ３点目なんですけれども、ワーキンググループを３つつくっていらっしゃるんですけれ

ども、この対象分野14分野に対して３つのワーキンググループということで、どういう観

点から３つに分けられておのおの入っているのかということと、あと、ワーキングをまた

いだ形で連携できそうな事業──事業というか商品ですね、そういったものがあるのかど
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うか。想定していなかった副産物というか、新たに見えた商品化というものがあるのかと

いうことを３点目として質問させていただきます。よろしくお願いいたします。 

○梶川委員長  今からお答えいただくんでございますけれども、まだ御質問していただ

いていない先生もおられますが、コメントシートのほうに関しまして、議論を聞きながら

でも作成していっていただければと。作成できる先生はですね。いただければ結構でござ

いますので、よろしくお願いいたします。これは15時までに、３時までに記載を完了して

いただいて、確認のクリックをいただければと思います。こちらのタイムスケジュールで

非常に恐縮でございますけれども、よろしくお願いいたします。 

 それでは、御回答を、事務局お願いいたします。 

○説明者（笠井）  まず１点目、御意見としていただいた点、我々としてもよく留意を

したいと思います。ＮＥＤＯなり担当課のほうは、企業とはもちろんインターフェースを

持ってございまして、そういう中でしっかりとコミュニケーションを取れるように留意し

てまいりたいと思います。 

 それから、２つ目、御質問いただいた点、このモニタリングのサイクルはどうなってい

るかというところでございます。大抵このプロジェクトごとに毎年１回ということでやっ

ておりますので、その１年の間でサイクルを回しているということになります。その間に

は、経営者の方はさすがに年に何回もお越しいただくというわけにはいかないわけですけ

れども、一方で、技術的な進捗の状況とか事業の取組状況、これはこのワーキング──産

構審のワーキングではなくて、ＮＥＤＯの委員会のほうですね、こちらのほうで年に２回

ぐらいは、進捗状況確認のため、企業の方にお越しいただいて御報告をいただいています。

多いものだともうちょっと多かったりするかもしれませんが、そういう形で、少なくとも

半年に１回ぐらいはそういうＮＥＤＯのほうでのコミュニケーションというのを回してい

て、それに加えて経営者の方とのコミュニケーションという意味では年に１回を回すとい

う形で、そこを連動させながら取組の状況を確認しているという、こういう事業の回し方

をしてございます。 

 それから、ワーキングの間のまさに連携。これは、実はこのワーキングを立ち上げた際、

それから部会を立ち上げた際に、まさに委員の方々から御指摘をいただいていた点になり

ます。決して物事は縦割りになっていないと。特に水素なんかも、運んでくるけれども、

それを使う先はモビリティであるとか様々な生活の分野における利用というのを想定され

るとすると、まさに水素をつくって運ぶ人たちとそれを利用するところをどうつなげてい
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くのかというのが極めて重要であるということであります。そういう意味では、１つはＮ

ＥＤＯの中におけるこのプロジェクト同士、これをマネージしているプロジェクトマネジ

ャーというのを置いているんですが、このプロジェクトマネジャー同士が関連するプロジ

ェクトごとに情報交換をしていくということで、取組の進捗に合わせて関連するプロジェ

クトとの間で情報交換を行うというような取組をしてございます。また、ちょっとまだ

我々のほうではできていませんけれども、このワーキンググループ同士も必要あらば一緒

に議論するような形で、情報の共有を図るというようなこともやっていこうかなというふ

うに思っておりますので、そういう中で、決して縦割りに陥らないように、情報共有でき

ることはしながらやっていくというふうにしたいと考えてございます。 

 それから、すみません、先ほど赤井先生からいただいた点、すみません、お答えになっ

ていなくて、いまだにお答えはないんですが、１つだけ御報告として申し上げたいとする

と、データとか過去の蓄積という意味で言うと、これは実は、研究開発のステージごとに

どれぐらい成果に結びついているのかというのを少しトラックしたレコードみたいな、デ

ータみたいなものはＮＥＤＯの中に少しございます。こういうものをしっかり蓄積をしな

がら、そことの比較で、よりうまくいっているのかどうかみたいなことは把握できるよう

にしたい。つまり、何らか新しい取組をしたことが過去のレコードに比べて少し有意な成

果を生んでいるかどうかみたいなものは見られるようにできないかというようなことは今

後取り組んでいきたいなというふうに思ってございます。 

 すみません、補足ですが。 

○赤井委員  ありがとうございます。 

○梶川委員長  よろしいでしょうか。赤井先生もよろしいでしょうか。 

 それでは、大屋先生、お願いいたします。 

○大屋委員  慶應義塾の大屋です。御説明ありがとうございました。 

 一つの工夫としては大変によく分かりますということを申し上げた上で言うのですが、

経営者のコミットメントを確保するという対策というか手法については、やはりちょっと

限界があるということは踏まえるべきであろうと思います。というのは、我々の業界でも、

大型資金をもらうとなると大学の代表者にコミットメントさせるということで呼び出され

るんですけれども、端的に言うと、いわゆるオーナー大学の理事長さんがコミットされる

場合と、全学が一致している方が、衰退した方がコミットされる場合と、激しい部局間対

立の末に選ばれた方がコミットされるのでは、その後、政権交代の後の事情というのは大
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分変わってくるというのが実態でございます。あくまでやはり相手方は邦人であり、本来

的にはステークホルダーというのは株主の皆さんであるので、経営者がどれだけ頑張ろう

と思っても、ファンドが出てきてそこは状況が一変してしまうということはあろうかと思

いますので、下していく工夫としてはよく分かりますということを申し上げた上で、やは

りコミットメントがどこかへ行ってしまったという場合に、事後的にプロジェクトマネジ

メントでどうにかしていくということも考えるのが正道であろうかというふうに思いまし

た。 

 という観点で、やはり、御紹介いただいたとおり、ワーキンググループ等でそこはモニ

タリングをしていて、もうこれはあかんとなったら中止であるとかそういう選択をするよ

うにしているというシステムづくり、システム自体は非常によく分かりましたし、だから

こそ基金でないといかんと。あらかじめ支出内容を決めてしまう予算型、単年度予算では

なかなかこういうコントロールはできないので、巨額だけども資金に支出するということ

については非常によく分かるところでございます。 

 あとは、これもコミットされているとおりだと思うのですけれども、その上で個々のプ

ロジェクトでやる内容が大分違うので、総合的には指標としては成功率で言うしかないと

いうのは分かるんですけれども、最後にトータルとして、ではどのぐらい典型的にはＣＯ

２の排出削減に協力できたんですかみたいなことはモニタリングする努力をしていただけ

ればということで、こちらについても、だからコミットメントをしていただいた内容をち

ゃんとやってくださいということに尽きるかなというふうには思いました。 

 私からは以上です。 

○梶川委員長  ありがとうございました。それでは、ただいまの御意見、また一部は御

質問なのかもしれませんけれども、御回答いただければと思います。 

○説明者（笠井）  御審議ありがとうございます。おっしゃるとおりで、多分経営者の

側から見ても、いろいろなステークホルダーがいる中で、もちろん国との関係だけで物事

が決まっていくわけではないと。おっしゃるとおりかと思います。そういう中で、しっか

りと経営なり会社としての意思・方向性というのをお示しいただきながら、仮に今の取組

というのが会社としての利益に合致しないということであれば、それをやはり我々として

もしっかりと表明いただく必要があるかなと思いますし、我々としてそう見えているとい

うことであればそれを御指摘申し上げる必要があるだろうというふうに思ってございます。 

 それから、まさにおっしゃられたとおり、個々のプロジェクトの内容がかなり違う中で、
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全体としての基金の成果なりこういうものをどう見ていくのかというのは、これはかなり

おっしゃるとおりで難しい取組だとも我々も思っていますし、正直どういうふうに見てい

ったらいいんだろうというのはいまだに検討途上のものもあります。そういう意味では難

しい部分はあるんですが、一方で、何らかの考え方を整理して継続的に見ていくことで、

全体としてよい方向に進んでいるかどうかというのが少なくとも把握できるようにしてい

きたいということで、幾つか今考えて今後トライしようとしているものはございます。そ

ういったものを通じて、少しでも我々としての状況なりを説明できるようなものにしてい

きたいというふうに思ってございます。 

 ちょっとまだ抽象的ではありますけれども、考えとしては以上でございます。 

○梶川委員長  先生方皆様から御質問、御意見をいただきましたけれども、さらに。ま

だ少し時間もございます。コメントシートをお書きになる時間まであるんですけれども、

何か追加でお聞きになられたいことはございませんでしょうか。また、追加でコメントを

されたいという。今のお話を聞いてですね。 

 では、滝澤先生、お願いいたします。 

○滝澤委員  ありがとうございます。 

 今、基金による支援というのをされていると思うんですけれども、必要であれば規制改

革といいますか、規制緩和といいますか、政府ができる市場環境の整備も同時に行ってい

くことが重要ではないかというふうに思うんですけれども、今現状、例えばこういうこと

を取り組んでいるとか、そういったようなことがあれば御説明いただけるとありがたいで

す。 

○説明者（笠井）  これも御指摘のとおりだと思っております。実は、この基金事業で

プロジェクトを立てるときに、先ほど、この研究開発内容について政策担当の原課がまず

ドラフトをすると申し上げました。そのドラフトする文書の中に、実はこの規制改革であ

るとか標準化であるとか、こういった予算で支援する以外にも社会実装上必要な取組があ

るので、そういったものをどういうふうにやっていくのかというのも書いてくださいとい

うことで書かせています。もちろんそれは濃淡ありますし、具体性があるもの、ないもの

まちまちなところではあるんですが、例えば水素で申し上げると、やはりこれは水素の保

安規制とかがありまして、なかなか導入する際にそういう保安規制を整理していかないと

難しいねということは、これはもう技術開発を始める前の段階からある程度クリアになっ

ておりましたので、そういう意味では水素のプロジェクトを立ち上げる際には、このお金
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を使う所管原課においてはそういう規制の問題というのも併せて取り組むのだということ

を表明してくださいということで、それは文書に書かせています。それは担当原課のほう

で取り組んでいくということになりますけれども、実際に今回の法改正を含めて様々なと

ころでこういう並行的な取組というのも進めているということになりますし、また、ほか

の分野においても標準化のところ、重要なプロジェクトにおいてはこの標準化に向けた事

業者との協議会の立ち上げを含めて、こういう取組を進めていくのだというところを、こ

れはなるべく具体的に書いて表明いただくということで取組はしてございます。 

○滝澤委員  ありがとうございました。 

○梶川委員長  よろしいですか。ほかにどなたかおられませんでしょうか。 

 おられないようであれば、あとはコメントシートを皆さんお書きになられましたでしょ

うか。 

 ちょっと感想だけなんですけれども、これはなかなか、進捗に応じて非常にゲートをき

ちんとしてモニタリングをされているということなんですが、これは一般の事業もそうな

んですが、撤退というところは本当に難しいのではないかなと思って、この部会が一応決

定権限をお持ちだということなんですが、現実になりますと、これはもうやめようという

話は、多分事業主体のほうは違う意見をお持ちになる可能性も非常にあるのではないかと

思って、この辺について多分、全体の研究が進捗されればされるほど非常に難しいテーマ

になられるかなという気がちょっといたしました。また、そこに追加の投資をするって、

これは一般事業でもそうですが、これも駄目だからやめようかというよりは、どうしても

追加の投資にバイアスがかかるので、あと一息やれば何とかなるというのが、多分民間の

企業では大体それで深みにはまるということはないではないので、これはあまり御回答は

結構なんでございますけれども、その辺についてパブリックなサービスの提供に近いとこ

ろもございますので、また御研究を重ねていただければ。何か、感想の感想を言っていた

だければと思います。 

○説明者（笠井）  御指摘ありがとうございます。先ほどの大屋委員からの御指摘にも

近い点はあるかなと思いまして、おっしゃるとおりで、これはなかなか、一度始まったも

のを止めるというのはかなり判断的にも難しいと思いますし、エネルギーも必要というこ

とであると思います。その点はよく留意したいと思います。同時に、これはこれだけで物

事がうまく回るということではないんですけれども、少し御説明申し上げると、この事業

としては、次第に事業が進んでいくと、実証の段階に入っていくということだとすると、
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大きな投資を要するというフェーズがやってきます。そのフェーズがやってくるタイミン

グに合わせて事業としては補助の割合を下げていくということ、それからフェーズが変わ

るタイミングのところでステージゲートをかけているということですので、そういう止ま

るべきタイミングというのを幾つか設けているということです。これらを生かしながら、

事業者の側としての合理的な判断というのを我々としては求めていきたいと思いますし、

仮に会社としてのコミットメントというのが極めて不明確であるという場合には、いきな

り中止になるかどうかは別として、我々としても、これはこのままであれば次は中止にせ

ざるを得ないというような形で、イエローカードのようなものを出すというような仕組み

も用意してありますので、そういう中でしっかりとしたマネージをしていきたいと、この

ようには考えてございます。 

○梶川委員長  ありがとうございました。 

 コメントシートの集計をしておりますので、しばらくお待ちください。もし何かあれば、

この間を利用して発言していただいても全然結構でございますので。 

○浦上会計課長  では、すみません、ちょっと１点だけ補足させていただきますと、先

ほどの滝澤先生の御指摘に関わりますけれども、このＧＩ基金のプロジェクトにかかわら

ず、このグリーンイノベーションの政策領域に関しては、様々な支援措置と規制改革をま

さに表裏一体で進めていくというのがＧＸ実行方針の中でも大きな方針として掲げている

ところでございまして、そういう意味では、大きな意味でのカーボンプライシングの枠組

みなんかも含めて単なる支援策を単体で講じていくということではなくて、ある種のポリ

シーミックスで、いろいろなことを組み合わせながら物事を進めていくという大きな方針

がこの政策領域にははまっているということで御理解をいただければというふうに思って

おります。 

○梶川委員長  赤井先生、コメントをお願いできればということなんですが。 

○赤井委員  はい。今送ります。ちょっと待ってください。今送りました。 

○梶川委員長  はい。では、今事務局でまとめていますが、柏木先生、お願いいたしま

す。 

○柏木委員  時間があるので、少し基本的なことを教えてください。 

 ７ページと13ページ、本当に基本的なことなんですけど、７ページの14分野と13ページ

のワーキングの対比の見方がちょっと私はよく分かっていなくて、色別でなっているのか、

このワーキングをつくるに当たっての軸というんですか、教えていただけると。この分野
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ごと、14分野をぴったり当てはめているというふうに、ちょっと分からなかったので教え

ていただけますか。 

○説明者（笠井）  すみません。ちょっと先ほど御指摘があった点、御説明が漏れてい

たかもしれません。失礼いたしました。 

 これは簡単に申し上げると３つの考え方が、１つ目は特に再エネの分野を主な１つの塊

としています。分野としては、この洋上風力であるとか、それから水素、アンモニアみた

いな世界──まあ、水素、アンモニアはちょっと別のところが入っていますけれども──

というのが１つ目の塊ということになります。２つ目がエネルギー構造転換という観点で、

これは水素、アンモニアであるとか、それからここで言うと次世代エネルギーであるとか、

そういったものが主な対象になっていますけれども、つまり今まで化石燃料を使っていた

分野について、これは水素であるとかアンモニアであるとか電化をするとか、こういった

形で取り組んでいく必要があるという意味で、そのエネルギー構造の部分の転換に関わる

ような技術分野というのを２つ目の塊にしています。それから、３つ目が、これは特に製

造分野において、これは自動車とか航空機とか船舶とかこういう分野において、これらは

動力が化石燃料から電化されたりとか、それから水素になったりアンモニアになったりと

いうことで、こういう構造が変わっていく、産業の在り方も変わっていくというところで、

これらに必要な部分を１つの塊として見ているというのが３つ目ということで、１つ目は

とにかくまずは再エネに関する分野で、２つ目がエネルギー構造。今の化石燃料を原料と

して電気をつくりみたいなものとか、それからガスを送って燃料にしているみたいなとこ

ろを転換していくのに必要な技術分野というのが２つ目で、３つ目が製造の分野で、内燃

機関であるとか、それからその製造にかかる熱とかを化石燃料から転換をしていくような

部分に係る技術ということで、主に今の３つぐらいの整理の下にこの14分野を割り振って

見ていただいているということになります。 

○柏木委員  よく分かりました。ありがとうございます。 

○梶川委員長  今ちょうど事務局で取りまとめ作業をしておりますので、今しばらくお

待ちください。 

 それでは、各委員からいただきました意見を取りまとめさせていただきましたので、こ

ちら各委員の総論として考えられるものを当方で集約した結果、次の点を踏まえ、改善策

の検討を行うこととして取りまとめたいと思います。 

 論点１。先ほど、冒頭申し上げた論点１、「経営者からのコミットメントを引き出す方
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策について更なる工夫の余地があるのではないか」ということですが、経営者のコミット

メントを引き出しながら本事業を進めることは非常に重要なため、さらなる工夫を含め、

実効性のある手法となるように引き続き検討すべきであると。これは全ての先生からこう

いった流れのコメントをいただいております。 

 それ以外に、同時に企業としてのコミットメントが失われた場合に、国費投入を迅速に

中止すべきプロジェクトの柔軟な運用を担保するように、モニタリングの実効性確保に留

意すべきであると。 

 それから、続きまして、経営者のリーダーシップやコミットメントは重要であるが、そ

れに加えて経営者の考え方などの特徴も加味し、適切に総合的に判断していくことも必要

ではないか。 

 続きまして、論点２、「本事業の執行状況や成果についての発信を引き続き行うととも

に、ＥＢＰＭの観点から成果目標の設定について不断に見直しを行うべきではないか」、

この点に関しましては、基金全体として最終的にどれだけのカーボンニュートラルの実現

に貢献したのかなど、成果を定量的に可視化することが重要であるため、事業の執行状況、

成果を引き続き開示するとともに、成果目標の設定の仕方についても不断の見直しを行う

べきであると、多くの先生からいただいております。 

 今申し上げたもの以外に、成果の検証に関しては、ＰＤＣＡの視点から可視化すること

に加え、政府の関与のリスク分担がプロジェクトの成功に必要十分であったかについて、

これまでのプロジェクトから整理すべきである。明確な検証は難しいかもしれないが、で

きる限り整理をしておくことが今後のプロジェクトの政府の関与の在り方を考える上で重

要であると。 

 それから、長期のアウトカムの仕様を確認し、達成を目指すこと。 

 続きまして、論点３、「事業の継続可否判断の基準等について、引き続き検討を深める

べきではないか」という論点に関しまして、ステージゲート方式を設けて進捗状況をモニ

タリングすることは非常に重要。企業の投資判断はバイアスがかかる傾向も否定できない

ため、客観的な評価の在り方を含め、事業継続の判断については引き続き検討を深めるべ

きである。多くの先生からいただいております。 

 これ以外に、本来中止すべき投資を継続するインセンティブが企業・政府の双方に働く

可能性があるため、中立的な有識者による客観的な評価が引き続き重要になってくるので

はないか。 
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 それからまた、あめとむちのバランスが必要。活発な議論や研究がなされれば、協力・

知見の蓄積など、プラスの方向に向かい続けるような場をつくり続けることが必要である。 

 その他としまして、政府は基金による支援に加え、必要であれば規制改革など市場環境

の整備も同時に行っていくことが重要ではないか。 

 それから、長期・高額の予算の重要政策であるので、継続的に国民に周知し、国民によ

り監督していくことが肝要である。 

 以上、各委員からいただいたコメントでございます。このコメントに関しては皆様のコ

メントどおりでございますので、この意見でございますが、何か追加的にこれは言ってお

きたいということがございましたら、どなたからでも結構ですけれども。よろしいですか。 

 では、以上、読み上げさせていただいたコメントを今回の取りまとめとさせていただき

ます。 

 以上をもちまして第１事業目を終了いたします。ありがとうございました。 

 次の事業の議論は15時20分から開始いたします。それでは、それまで休憩とさせていた

だきます。説明者の方と委員の先生方、ありがとうございました。 

 

     （暫時休憩） 

 

○梶川委員長  それでは、お時間になりましたので再開させていただきます。 

 ２コマ目は、「グローバルサウスとの未来志向型共創等事業」を始めます。 

 まず、担当課から事業概要を８分程度で御説明ください。よろしくお願いいたします。 

○説明者（吉川）  皆様、お忙しいところ、本日はお時間をいただきましてありがとう

ございます。貿易振興課長をしております吉川と申します。お手元の資料に沿いまして、

簡単に御説明させていただきたいと思います。 

 １ページ目、御覧いただければと思います。 

 「グローバルサウス」との経済連携に関しましては、まさにグローバルサウスは経済成

長、それから経済安全保障等の観点から非常に重要になっております。一方で、グローバ

ルサウスには、インフラの未整備・人材確保、それから政情不安等の課題があり、日本企

業の進出が十分進んでいない面があると。したがいまして、今後政府一丸となってグロー

バルサウスとの産業協力を進めていくという方針でございまして、その中でも、真ん中の

基本的な枠囲いのところにあります、グローバルサウスといっても一枚岩とは捉えず、個
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別の地域・国の事情に応じた、きめ細やかな対応をしていくということが求められている

ところでございます。 

 これに関しまして、青枠の一番下のところの(2)のところを御覧いただければと思いま

すが、昨年10月、政府全体の会合でありますグローバルサウス諸国との連携強化推進会議

というものも立ち上がっておりまして、ここでの検討も進んでいるというところでござい

ます。 

 次のページに移らせていただきます。３ページ目、これは３つの事業からなっておりま

す。１つ目が、この未来志向型共創事業でございます。いわゆる海外プロジェクトを組成

するときの流れでございます。矢印がありますように、案件を組成して、事業化プロセス

を終えて、それからファイナンス組成で受注という流れになっております。もちろん、も

のによってこれが多少入れ替わったりする可能性がありますけれども、基本的にはこうい

う流れになっております。 

 その場合の、今申し上げた海外プロジェクトというイメージでございます。この下にあ

りますように、ベトナムのスマートシティでありますとか、カンボジアの中央銀行デジタ

ル通貨、こういったものが過去ありますけれども、こういったイメージのものをこれから

つくっていこうというものでございます。 

 そして、今回の予算、この(1)の部分で1,245億円いただいておりますけれども、この対

象は、この矢印のところの赤枠で囲わせていただきました「案件組成」と「事業化プロセ

ス」のところが対象になっているところでございます。 

 左側を見ていきますと、案件組成の左側、①地域別戦略策定。これにつきましては昨年

度、経済産業省から各地域別に公募の上、委託をしているというところでございます。そ

れから、②日本技術の認知度向上・現地企業とのマッチング支援等ということでございま

して、こちらについてはＪＥＴＲＯに出させていただいているというところでございます。 

 それから、その隣、ＦＳでございます。これにつきましては個々の案件を、これはビジ

ネスになるんだろうかというのを調査をしてもらうということでございます。これにつき

ましては経済産業省のほうからこの補助金執行の事務局となりますところを公募して、昨

年選定しております。ＴＯＰＰＡＮが落札しておりますが、ここを通じて、そこから矢印

がさらに下に伸びておりますけれども、個別案件のＦＳをやっていただく民間事業者の方

を公募していくという、こういうスキームでございます。 

 それから、１つまた右に移っていただきまして、事業化プロセスのところでございます。
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これにつきまして、まさに実際調査したものを、グローバルサウスの国において実際にこ

れはビジネスとして成り立つんだろうかというのを実証してみるというものでございます。 

 これにつきましては、大規模と小規模ということで２つございます。右側の小規模につ

きましては先ほどＦＳで申し上げたときと同じでございますが、管理執行団体をＴＯＰＰ

ＡＮ──これは両方をやってもらうことになっておりますが、ここを通じて個別案件の採

択をしていくということでございます。 

 それから、その隣、大規模実証につきましてはＭＡＸ40億円ということでございます。

こちらにつきましては、ＡＳＥＡＮ向けの事業につきましてはＡＭＥＩＣＣ（日ＡＳＥＡ

Ｎ経済産業協力委員会）のほう、それからＡＳＥＡＮ以外の国につきましてはＵＮＩＤＯ

（国連工業開発機関）のほうに拠出させていただいて、ここから近々に公募をさせていた

だくという予定をしているところでございます。 

 次のページでございます。事業概要でございますが、従来の経済協力といいますと、や

やもすると日本から途上国に何かしてあげるというものが中心でございましたが、今回大

きく違うのは、もちろん相手国にとっても大事だけれども、日本にとっても裨益があると

いうことで、相手国及び日本の双方向でWin-Winの関係を築く。こういったものになる事

業を公募の審査の上に採択していこうという、そういうものでございます。 

 日本裨益とはどういうものがあるかといいますと、ここにあります①②③のように、日

本にリバースイノベーションとして返ってくるもの、それから日本の高度技術を展開する

もの、それからサプライチェーンの強靱化に資するもの、大きく分けてこの３つがござい

ますけれども、こういった形によって日本裨益というものが、各社さんに提案いただく案

件がどういう日本裨益があるかというものを提案書の中に書いていただくということで考

えているところでございます。 

 次のページ、５ページ目でございます。実施スケジュールでございます。先ほど申し上

げましたＦＳ・小規模につきましてはＴＯＰＰＡＮが事務局としておりますが、第１回公

募についてはもう既に締め切って、今審査に入っているところでございます。これを今年

度何回か開催した上で、事業につきましては来年度末までに終了するというスケジュール

になってございます。 

 それから、下の大型実証につきましては、昨年度のうちにＡＳＥＡＮ向けに対してはＡ

ＭＥＩＣＣ、ＡＳＥＡＮ以外につきましてはＵＮＩＤＯに拠出しておりますが、これを今

月近々に事業採択していくというものでございますが、こちらにつきましては小規模に比
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べて金額が大きいということもありまして、実施期間がそれなりにかかるということでご

ざいますので、最長３年、事業を実施いただく。ただし、どんなに遅くとも2027年度末ま

でには終了していただくという、そういう段取りで考えているところでございます。 

 次のページ、６ページ目でございます。こちらにつきまして、ＥＢＰＭに基づく成果指

標の設定でございますが、左側から、アウトプットといたしましては事業の採択の件数と

いうことでございますが、先ほど申し上げました類型①②③でございますが、ここの赤枠

にありますように、それぞれ御提案書の中に、もちろんプロジェクトによってはどういう

ものがふさわしいかというのが変わってくるとは思うんですけど、イメージといたしまし

ては売上げの増加でありますとか、知財の増加、研究開発の増加でありますとか、類型②

でありますと日本の雇用の増加、類型③ですとサプライチェーンの多元化がどれぐらい進

んだのか、こういったものを提案していただくということを考えているところでございま

す。 

 これを踏まえて、右側に行きます。短期アウトカムにつきましては、事業実施、大規模

ですと３年でございますけれども、３年に向けてしっかりと、まず１年後の時点で、まず

事業終了から１年時点で、実際に申請いただいたときに定量的に示していただいた日本裨

益の内容が計画どおり進んでいるかどうか、これにつきましては80％。さらに、御提案い

ただいた、３年後に向けた事業化に向けての３年後の時点で実際にビジネスとして成り立

っていると。そして日本裨益がちゃんと提案いただいたものが実行されているという確率

を60％設定させていただいております。これのインパクト、一番右の欄でございますが、

グローバルサウス諸国とのＦＤＩでありますとか、貿易額の増加でありますとか、あとは

各種、二国間会談・政策対話、国際会議における各プロジェクトの言及回数みたいなもの

を考えているところでございます。 

 (1)につきましては、簡単でございますが以上でございます。 

 (2)グローバルサウス未来産業人材育成等の事業でございます。 

 次のページ、８ページ目でございます。こちらにつきましても類型１、２、大きく２つ

分かれているところでございます。 

 まず１つ目は、連携強化に資する人材育成ということでございます。左側のアジアから

ですが、いわゆる日系サプライチェーンが集中するアジアにおいてＧＸ・ＤＸ、それから

昨今求められるようになっております人権尊重、これらに取り組むための人材育成であり

ますとか、さらにその右側に行っていただいて、グローバルサウス諸国への影響の大きい
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インドでありますとか、あと物価高騰等の影響を受けるアフリカ、さらにウクライナ避難

民の方への人材育成というものを実施するということで、グローバルサウス諸国との連携

を進めていくというものでございます。 

 下、類型２でございます。人材ネットワークの構築でございます。グローバルサウス諸

国の優秀なＩＴ人材と日本企業との人材交流を行って就職の機会を提供していこうという

ものでありますとか、右側のアジアでございます各国の若手行政官を受け入れたりとか、

日ＡＳＥＡＮのヤングリーダーのネットワークを構築する。こういったことを通じてネッ

トワークを構築していくという事業でございます。 

 これの執行スキームでございますが、次のページでございます。細かく分かれていて恐

縮でございますが、おおむね国際機関へは拠出金として拠出させていただいて、そこから

各事業者の方へ。それから、ＭＥＴＩから直接事業者に対しては、委託でありますとか補

助の形として執行させていくというスキームになっているところでございます。 

 次のページ、10ページ目でございます。主な取組を御紹介させていただきます。 

 まず、先ほど申し上げた類型１でございますが、ＡＳＥＡＮにおける人材育成。どんな

ものなのかというと、ここの研修内容のところを御覧いただければと思いますが、日本企

業の従業員などに向けて、まさにこのＡＳＥＡＮの工業団地運営事業者とか現地の研修施

設等と連携して、例えばＩｏＴセンサーを活用した製造プロセス、改善を可能とするカリ

キュラムでありますとか、さらにＣＯ２の排出量を可視化し、エネルギー機器の導入であ

りますとか、最適運転等を推進するカリキュラムなどを御用意させていただいて研修する

ということがございます。 

 類型２、グローバルサウスＩＴ人材獲得支援事業でございますが、対象企業のところ、

ソフトウェア開発、ロボティクス、ＡＩ、自動化等々ございます。これらの企業を対象に、

まず下のところ、５つの地域で予選をやっていただいて、そこの上位者を、決勝戦形式で

勝ち抜いてきた方にインターンとして来ていただくという、そういったことを考えている

ところでございます。 

 次のページでございます。これについてのＥＢＰＭに関する指標につきましては、アウ

トプットといたしましては人材育成の人数ということでございます。アウトカムは日本企

業への裨益効果としておるところでございます。 

 それから、細かく言いますと、短期アウトカムにつきましては人材育成を実施したこと

による短期で現れる日本企業への裨益効果として、事業機会の発掘や組織の活性化という
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ものを置いておりまして、率につきましてはそこにある数字のとおりでございます。 

 同じく長期アウトカムにつきましても、長期的な裨益効果として生産性向上や収益機会

の拡大を設定しているというものでございます。 

 最後、３つ目でございます。未来産業のナレッジプラットフォーム構築事業でございま

す。13ページを御覧いただければと思います。 

 ＥＲＩＡ（東アジア・アセアン経済研究センター）というものがございまして、これは

東アジア版ＯＥＣＤとして2008年に設立されているところでございますが、こちらへの拠

出金ということでございます。 

 次のページをお願いいたします。さらに１つ飛んでいただいて、このＥＲＩＡでござい

ます。ここの機能強化をしていくということでございます。青枠のところの３つ目のポツ

のところを御覧いただければと思います。具体的には、産学官人的ネットワークの形成の

強化、２つ目が新たな社会課題解決や脱炭素に向けた取組を含む政策協調・制度プラット

フォームの構築・拡充を実施するというところでございます。 

 これにつきましては、その下にあります①産学官の人的ネットワークの形成・強化。ま

さにＤＸの担い手となる工科大学のコンソーシアムでありますとか、日ＡＳＥＡＮ経済大

臣会合に合わせて今年コンソーシアムを目指すところでございます。２つ目が、政策当局

の人材育成・人的交流に関するフォーラムというものを、これも今年９月の大臣会合に合

わせて設立を目指しているところでございます。それから、イノベーションを創出するた

めのスタートアップの意識醸成・啓発のために、ＡＳＥＡＮ内において本年４回程度イベ

ントを実施する予定でございます。 

 それから、②社会課題解決に資する調査分析でございます。これにつきましては、この

先進課題国として我が国の知見を生かせる分野といたしまして、例えばヘルスケア分野の

医療機器普及でありますとか、そういったものを取り組んで、社会課題解決実現の基盤と

なる調査分析・ルール形成等をしていきたいというところでございます。これにつきまし

て１つ前のページに戻っていただきまして、執行に当たりましてはＥＲＩＡに拠出して終

わりというわけではなくて、しっかりとこのような形でガバナンスを働かせていただきた

いというふうに考えているところでございます。 

 最後のページ、16ページ目でございます。ＥＢＰＭに関する指標といたしましては、ア

ウトプットといたしましてはまさに研究プロジェクト数80ということで書かせていただい

ております。それから、アウトカムにつきましては局長級以上の会合でＥＲＩＡがその研
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究成果等を政策提言として発表した回数30回でありますとか、長期アウトカムといたしま

しては閣僚級以上の会合で政策提言として発表した回数20回というものを設定させていた

だいているというところでございます。 

 大変駆け足で恐縮でございますが、私からの説明は以上とさせていただきます。 

○梶川委員長  御説明ありがとうございました。 

 それでは、本事業の論点を説明いたします。本事業については、「①成果目標の設定の

妥当性について、抜本的な見直しも含め検討を深めるべきではないか」、②番目としまし

て「事業の執行状況について、国としてしっかりと監視していくべきではないか」、③番

目としまして「様々な事業から構成されているが、事業全体の成果を総合的に把握すると

ともに、１つ１つのプロジェクトについてしっかりとフォローアップを行う仕組みを検討

すべきではないか」という論点でございます。以上の論点を中心に御議論をいただければ

と思います。 

 それでは、よろしくお願いいたします。どなたからでも結構でございます。では、大屋

先生、お願いいたします。 

○大屋委員  慶應義塾の大屋でございます。御説明ありがとうございました。 

 ちょっと確認をさせていただきたいんですが、最初の共創等事業についてなんですけれ

ども、これはまずＦＳをかけて、小規模実証なり大型実証なりをやりますと。これが、特

に大型実証が最大３年間ということで、ただ、これはあくまで実証で、事業の目処がある

かということを検証するところまであるということになれば、その後、本格商用化という

ことで別の手段でファイナンスすることになるし、そこでないということであればそこで

打切りであると、こういうことでよろしいでしょうか。 

○説明者（吉川）  ありがとうございます。御指摘のとおりでございます。 

○大屋委員  その上での御質問なんですけれども、何分グローバルサウスが相手ですの

で、場合によってはこの３年間という期間の中でも、政治とか安全保障環境に激変が生じ

て初期の目的を達することができなくなるとか、あるいはそもそもそれが不要であるとい

うような状況が生じる可能性もあると思うんですね。その辺りのモニタリングであるとか、

その前の事業中止の仕組みというのについてどうなっているか、御説明をいただければと

思います。 

○説明者（吉川）  ありがとうございます。これを採択した後でございますが、まさに

事業終了後から──その前から申し上げます。既に実施中も毎年ちゃんと進捗報告をして
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いただくということでございますので、しっかりとその中で、もしこうしたほうがいいの

ではないかというものがあればアドバイスをさせていただくということをさせていただき

ますし、さらに事業が終わった後も３年間、毎年フォローアップさせていただくというこ

とになっておりますので、こういった中でできる限り商用化に向けて成功率を高めていた

だくということをしたいと思っておりますし、もし相手国との関係でなかなかうまくいか

なくて案件としてできなかったということであればそこで終わりになってしまいまして、

もちろんその中身によってお支払いできるものとお支払いできないものというのが出てく

るので、そこは多分精査させていただくことになるということだと理解しております。 

○大屋委員  ありがとうございます。一応だから、最大３年の期間中は改善の努力をす

ると。できるだけよくするということに努めるけれども、その間に取りあえず中止という

ことは差し当たりあんまり考えていないと。イエス・ノーがはっきりするのは、実証から

その次に移る段階であるという理解でよろしいでしょうか。 

○説明者（吉川）  はい。御理解のとおりです。 

○梶川委員長  補足をお願いいたします。 

○説明者（服部）  総務課長の服部と申します。 

 グローバルサウス諸国でどんな政変が起きるかというと、いろいろあります。もちろん

あります。天変地異もございますし、まさに戦争とかだって正直起こり得る話ではござい

ますので、毎年事業の中間報告をしていただいて、その時点で、やっぱり時点時点でよく

見ていくということをやりますと。いかにもこれは難しいなということになれば、ちょっ

と待ってください、中断とか、場合によってはそこで止めるということも十分考えられる

と思っております。一旦決めたから３年間出し続けますというか、うまくいってもいかな

くてもと、いかないのが明らかなのに進み続けるということはございません。 

○梶川委員長  ありがとうございました。 

 それでは、ほかの先生、御質問、御意見。では、柏木先生、お願いします。 

○柏木委員  御説明どうもありがとうございました。私からは２点です。 

 ６ページ目のところで、短期アウトカム、長期アウトカム、日本と現地、双方のWin-Wi

nの関係を構築するということで、非常にこれは重要なことだというふうに思っています。

ですが、難しいなとも思っていまして、これまでも日本のファン、日本の味方をつくるた

めに、経済産業省さんがアジアを中心に、日本語教育も含めて人材育成のサポートですと

か事業支援のサポートをずっとやってきていらっしゃって、なかなか定着するのは難しい
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なと。アメリカやその他の国のほうにせっかく投資しても、向いてしまう方々や企業とい

うのはこれまでもいらっしゃったと思うんですけれども、今回改めてWin-Winというのを

打ち出されていて、難しいというのは十分承知の上、具体的にどうやって工夫を、これま

でとは違ってされていくのかをもしお考えでしたら教えてくださいというのが１点目です。 

 ２点目なんですけれども、13ページのＥＲＩＡのことなんですけれども、東アジア版Ｏ

ＥＣＤをということで非常に期待されるところだと思うんですが、人材の育成や人材の採

用はどのようになさっているのかなと。ＯＥＣＤをまねられていかれるのだろうと思うん

ですけれども、やっぱり人材が大事かと思いますので、どういうリクルートを育成なさっ

ているか教えていただければと思います。 

 以上です。 

○梶川委員長  ありがとうございます。それでは、事務局よろしくお願いいたします。 

○説明者（服部）  ＥＲＩＡのほうからが多分答えやすいと思いますので、福地課長か

ら最初にお願いします。 

○梶川委員長  では、お願いいたします。 

○説明者（福地）  すみません、御質問ありがとうございます。アジア大洋州課長の福

地と申します。どうもありがとうございます。 

 ＥＲＩＡ（東アジア・アセアン経済研究センター）でございますが、今先生の御指摘な

のは、ＥＲＩＡの職員というか、事務局の人材みたいな、そういった点でございますでし

ょうか。 

○柏木委員  全体…… 

○説明者（福地）  全体ですか。 

○柏木委員  いろいろなお仕事をなさっていらっしゃるようなので、ＯＥＣＤのような

役目を担われていくということなので。 

○説明者（福地）  ありがとうございます。そういう意味ではまさに御指摘の点は本当

に重要だと思っておりまして、現在の職員数は今年の初めですと大体、資料にもございま

すが157名ほどおります。どちらかというと、もちろん事務局スタッフも事務的なスタッ

フもおりますし、あとはさらにエコノミストのような方、そういった専門の方もいらっし

ゃいます。今回、機能の強化として、先ほどの資料にあるような、まさに産官学のプラッ

トフォーム、そういったところもしっかりと進めていきたいと思っていますので、この事

業を行いながら、まさにその人的なところも一緒に強化していく必要もあるかなというふ
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うに思っております。それと、ある意味ガバナンスの強化というふうに、その上の資料の

15ページのほうで説明しているところもまさに一体でございまして、現在はエコノミスト

と、あとそれを支えるスタッフ160人程度でやっておりますが、その方々の一層のガバナ

ンス強化というか、しっかりとその機能を強化していくとともに、事業実施それぞれにつ

いても体制をそれぞれより充実をさせてしっかりとその機能を果たせるように、東アジア

版ＯＥＣＤとして機能を果たせるように取り組んでいっていただきたいというふうに今思

っており、我々も、もちろん拠出金ですのでＥＲＩＡのほうで基本的にはしっかりと事業

を進めていただくことになっておりますが、よく御相談をしながらその辺りも進めていき

たいというふうに考えております。よろしくお願いいたします。 

○柏木委員  期待されると思いますので、よろしくお願いいたします。 

○梶川委員長  よろしいでしょうか。では、滝澤先生、お願いします。 

○説明者（吉川）  すみません、１点目のほうをお答えをして…… 

○梶川委員長  ごめんなさい、申し訳ございません、もう一つございましたね。 

○説明者（吉川）  １点目の、ちょっと趣旨がちゃんと理解できていなかったかもしれ

ないんですけれども、これまでもいろいろと失敗があったのは、その失敗の率をある意味

下げて成功率を高めるための、商用化の成功率を高めるためにどういう工夫をしているか

というふうな御質問という理解でよろしかったでしょうか。 

○柏木委員  前までが全部失敗だと言っているつもりはなくて、もちろんものすごく努

力をされながら事業を進められてこられたなというふうに思っているんですけれども、そ

うはいっても先方もあることですから、必ずしもこちらが期待したとおりな結果になると

いうわけでもない中で、Win-Winの関係をより強化していくようにしたいという中で、何

か工夫をされる点があるかという話ですね。全体的な話かもしれませんけれども。 

○説明者（服部）  すみません、もう一度、私から、服部からお答えさせていただきま

す。 

 地域ごとに、日本が今までやってきていることも多様なんですけれども、例えば東南ア

ジアはものすごく蓄積がございまして、日本企業自身ももう80年代からダーッと出ていっ

て、何十年も貿易をして、投資をして、人も育ててやってきて、うまくいった事例はたく

さんございます。タイとかベトナムとかインドネシアとかマレーシアとかは大成功事例で

ございまして、これを見聞きしている人たちがインドにいたりアフリカにいたりと、自分

たちもああなりたいなというふうに思っているわけなんです。どんどん発展途上国から中
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所得国の罠を乗り越えて先進国に向かっていきたいと皆さん思っているわけなんですけれ

ども、そこで期待値はすごく高いんです。日本側の期待値も高いんですけど、向こう側も

すごく日本に期待しているところがございます。これは閣僚レベルでも我々事務方のレベ

ルでも各国と様々な政策対話をやってございまして、ＡＳＥＡＮもございますし、インド

もございますし、中東、アフリカも、中南米もみんなございます。そういういろいろな対

話の中で、この国はこういう状況なので、ここに力を入れていきたいというニーズは結構

分かっているんです。ニーズは分かっていて、日本企業の側のポテンシャルというのも過

去の様々な委託調査を通じて、インフラはこういう分野が強いとか、こういう分野だった

ら工場を建てて、人もこの国だったら雇えてうまくやれるかなと、何となくそういう目鼻

はついているつもりではあるんですけれども、そういう今まで吸い上げてきたニーズとこ

ちら側のポテンシャルというのをうまく掛け合わせて、その全部が全部成功とまではいか

ないかもしれないんですけど、できるだけ打率の高いような事業をやっていきたいという

ふうに考えてございます。 

○梶川委員長  よろしいですか。 

○柏木委員  はい、分かりました。ありがとうございます。 

○浦上会計課長  ちょっとだけ補足させていただきますと、まずは人材の話ですね。Ｏ

ＥＣＤと聞くと、やっぱり学歴の高い結構ハイスペックな人間を人材として集めていると

いうことだと思いますけれども、これからのＥＲＩＡは単に、「エコノミスト」という言

葉が福地課長からありましたけれども、例えばＤＸ、それからヘルスケア、さらにはアジ

ア・ゼロエミッションセンターなどを立ち上げてＧＸに関するかなり専門性の高い業務を

行っていくということになります。恐らく単なるエコノミストということだけではなくて、

それぞれの分野にそれなりの知見があるような人をかき集めていく必要があると思います。

まだ仕掛かりということだと思いますけれども。ただ、単に雇うだけではなくて、コンサ

ルタントを外注するとか、そういったことも含めていろいろな知見を吸収しながら託され

たミッションをやっていくということになるんだろうと思いますね。 

 それから、最初のほうの御指摘に関して申し上げれば、服部課長からいろいろありまし

たけれども、それに加えて今回の執行の工夫ということで言えば、Win-Winをどう達成し

ていくかということで言えば、ＡＭＥＩＣＣという、東南アジアの事業に関しては政府の

側と民間事業をつないできた実績がある、そういう国際機関がございますので、そこに一

層その知見を発揮してもらうということと、それから、今回ＵＮＩＤＯという国連機関、
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これは途上国への技術移転を旨にしたそういう組織でございますので、そういう意味では

アフリカあるいは中南米といったところに関しましても、相手国側といろいろなコミュニ

ケーションという意味においては一日の長があるのではないかというふうに思っておりま

して、そういうところが間に入ることによって相手国との間で、多分いろいろ思惑も違う

し、日本企業が考えることと多分いろいろずれてくるようなこともあるので、そのWin-Wi

nを確実に達成するように、きちんと改善して付加価値を出してもらうという意味におい

ても、こうした国際機関の関与を執行の中に組み込んでいるというのが恐らく今回の事業

の一つの工夫ということになるのではないかと思います。 

○梶川委員長  よろしいですか。 

 それでは、滝澤さん、お願いいたします。 

○赤井委員  いいですか。聞こえますか。 

○梶川委員長  赤井先生、ちょっとお待ちいただけますか。今の討議に関連してでござ

いましょうか。 

○赤井委員  大丈夫です。 

○梶川委員長  では、ちょっとお待ちいただけますでしょうか。 

○赤井委員  ちょっと音声が……。すみません。進めてください。ちょっと音声があれ

なので。 

○梶川委員長  はい、分かりました。 

 では、滝澤先生、お願いいたします。 

○滝澤委員  ありがとうございます。御説明ありがとうございました。 

 御説明の中で、やはり「日本への裨益」という単語がキーワードになっているように思

うんですけれども、３つ、細かなことも含めて質問させていただければと思います。 

 まず、１番目、未来志向型共創等事業につきまして、日本への裨益というのは基本的に

は事業者から申請の際に示された定量的な日本裨益の内容ということですけれども、これ

は各事業者が設定できるものなのかと。それから、その結果かというのは、支援した企業

へのアンケートで把握するものなのかということが１点目の質問です。 

 ２点目ですけれども、事業化プロセスの実証調査に関しては今御説明いただきましたけ

れども、国際機関、ＵＮＩＤＯなどへの拠出を通じて民間事業者への支援をしているとい

うところがポイントだというふうにお伺いしましたけれども、先ほど梶川先生が論点の２

番目で御指摘いただきました国際機関内部でのガバナンスにつきまして、ＥＲＩＡのお話
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は今お伺いしましたけれども、拠出金というよりは、やはり邦人職員の人数というのもガ

バナンスに影響を与えると思いますので、そうした職員が十分にいるのかどうかというよ

うなところ、十分日本国の利益が得られるような体制になっているのかどうかというとこ

ろを２点目の質問としてお伺いしたいと思います。 

 ３点目は非常に細かいことなんですが、16ページ目、これはＥＲＩＡのＥＢＰＭだと思

いますけれども、研究プロジェクトに関する、まずアウトプットの目標値が成果指標は研

究プロジェクト数で80となっていて、短期アウトカムが、ＥＲＩＡがその研究成果等を政

策提言として発表した回数は30回というふうになっていて、長期アウトカムが20回という

ふうになっているんですけれども、これは例えば私どもがＲＩＥＴＩで論文等を書かせて

いただくと、１つの論文に対して１つ何かポリシーインプリケーションを出しなさいとい

うようなことを言われるんですが、こういうふうに設定された根拠といいますか、そうい

ったところを御説明いただけるとありがたく存じます。 

 以上です。 

○梶川委員長  それでは、事務局、お願いいたします。 

○説明者（吉川）  １点目の、ＫＰＩは各事業者が設定できるのかという御質問につい

てはそのとおりでございます。それで、その後ちゃんと達成しているかどうかというのは、

先ほど、事業終了後も３年間フォローアップさせていただくということにしておりますの

で、アンケートというよりは事業者に聞く、まさにどのような状況かを確認していくとい

うことで考えているところでございます。 

 それから、国際機関の邦人の人数のことをちょっとお問合わせいただいたんですけれど

も、すみません、ちょっと手元で邦人がどれぐらいいるのかちょっと分からないものです

から、ちょっとまた調べて御回答させていただければと思います。 

 あとは、３点目ですかね。 

○説明者（服部）  では、今のＵＮＩＤＯのところで申し上げますと、ウィーンに本拠

がある国際機関で、もちろんそちらとも一緒にやっていますけれども、東京にも事務所が

ございまして、東京事務所がこの案件の採択とかのところは中核的なところをやっていた

だくことになっておりますので、そこは私たち、この松本課長が非常に密接にコミュニケ

ーションを取っていますので、日本裨益は100％ですと、日本のインターレースは100％と

いうのはちょっと言い過ぎなんですけど、かなりの程度担保されているのではないかとい

うふうに思ってございます。 
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 それから、ＫＰＩが、個々の事業者が、もちろんこんないいことありますよということ

を出していただくんですけれども、私たちこの全体プロセスを通じて、まさにＲＩＥＴＩ

とか研究者の目線でももう少しいい評価の仕方はないかなという目線で今考えてございま

して、事業者の出してきた「私の事業計画だと正直もうかります」だけだとあんまり芸も

ない話なので、そこからどう周辺産業とか日本経済、日本産業への裨益があるかという、

その波及効果みたいなところをどうやったらうまく把握できるかというところは工夫して

いきたいというふうに思ってございますし、そこはまさに審査のポイントにも正直置いて

いきたいというふうに思ってございますので、単に「売れます」「もうかります」だけで

はなくて、それを超えた何かというのをアピールしていただくことがこの事業の成否を分

けるのかなというふうに思ってございます。 

○説明者（吉川）  補足させていただきますと、先ほどＥＲＩＡでもありましたように、

ＵＮＩＤＯ、ＡＭＥＩＣＣそれぞれですが、ＵＮＩＤＯに対しては例えば政府間での口上

書でありますとかレター等で、ちゃんと適切な執行体制の構築でありますとか、審査にお

ける日本裨益要件の設定でありますとか、あとは会計報告等をやってもらうとか、そうい

う約束を取り交わしているというところで、ある程度ガバナンスを確保しているというと

ころでございます。 

 それから、具体的な審査基準はちょっとつまびらかにはできないんですけれども、先ほ

ど服部のほうから申し上げましたように、外部審査委員による審査段階において日本裨益

が高い案件というのは、ある意味加点・採択されるような工夫をしていくというところを

取り組んでいるところでございます。 

○梶川委員長  ありがとうございました。 

○説明者（福地）  すみません、ＥＲＩＡについて補足をさせていただきます。ありが

とうございます。 

 アウトカムのところの設定なんですけれども、先生御指摘のように、確かにＲＩＥＴＩ

とかですと１つの論文でいろいろな機会があってということだと思います。こちらで設定

しているアウトカムは、基本的には例えばＡＳＥＡＮの閣僚級の会合ですとか、あとは主

席交渉官レベルというか、ハイレベルの局長級の会合ですとか、そういったところでのこ

れまでの実績などを踏まえて今設定をさせていただいております。そういう意味で、例え

ば年によってばらつきはございますけれども、大体20回程度、そういった機会を積極的に

捉えて、今頑張って伸ばしているところでございます。数年前まではもっと少なかったり
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とかいうところもございまして、ですので、ちょっとこの取組を進めながら、多分いろい

ろな形での政策当局者のインプットということはしっかりと、さらにモニタリングという

かフォローアップできると思いますので、その辺り、この事業を走らせながらＥＲＩＡと

も議論をして、どういった形でこのアウトカムをよりフォローしていくかということも検

討したいと思います。ありがとうございます。 

○梶川委員長  よろしいですか。 

○滝澤委員  はい。ありがとうございました。 

○梶川委員長  ありがとうございました。 

 それでは、この後も質問または御意見をいただくんですが、４時10分までにその議論を

お聞きになりながらコメントシートをまとめていただければと思います。まだ御意見をお

聞きになられていない先生もおられますけれども、誠に申し訳ございません。 

 それでは、赤井先生、よろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。 

○赤井委員  ちょっと簡単に１点だけ。今も議論で費用対効果の話が出ていましたけど、

成果目標に関して裨益がどのぐらいあるのかということで、80％とかの目標が出ているわ

けですけれども、もちろんそれは重要なんですけれども、より進んだ形では、あると答え

たのがどの程度なのか、ほんの少しなのか、それなりにもう不可欠なレベルであるのか、

その辺りを捉えるとよりよいのかなというふうに思うんですけども、何かその辺りでもう

少し、パーセンテージではない、さらにどの程度、これぐらいのお金をかけてこれぐらい

の効果が出ているというようなところの情報があれば教えていただけますか。 

○梶川委員長  それでは、事務局、お願いいたします。 

○説明者（松本）  今80％とおっしゃっていただいたので、スライドの12番のところに

御注目をいただいたかなと思いますけれども、ここはやはりどれぐらい達成したかという

ことになりますと感覚的なところが入ってくるので、ここの取りあえずの考え方としては、

したかしていないかという形で把握するということを一つ考えておりましたけれども、そ

こも段階的な把握の仕方ということも十分考えられるかとは思いますので、事業の実態に

応じて、ある程度主観的なところから把握することがそれほどおかしくないであったりと

か、または客観的なものが使えるものがあるという場合には、その活用も含めて検討して

いきたいと考えております。 

○赤井委員  ありがとうございました。それぞれプロジェクトはそれぞれだと思うんで

すけれども、それぞれに関して主観も入るかもしれませんけど、実際かかったお金に対し
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て、それがなかったときと比べたらどのぐらい金額的に増えたのかというところが出せれ

ば、客観性もある程度あるのかなと思いました。 

 以上です。 

○梶川委員長  ありがとうございました。 

 それでは、事務局。 

○説明者（吉川）  ６ページも同じように80％とか数字ありますけれども、こちらにつ

きましては、あくまで我々が80％に設定しているのは、80％、60％なり、まさに申請時に

申請いただいたＫＰＩ、この数字が達成できているかどうかということでございます。 

○赤井委員  それが達成という。そういうことか。ということは、実際の効果がそれを

超えているということですね。 

○説明者（吉川）  はい。そういうことです。できた、できていないだけではなくて、

例えば100できますと宣言してしまうと、100はちゃんとできているのかというのを確認さ

せていただくという数字でございます。 

○赤井委員  なるほど。ということは、実際の８割の企業は目標の数値を達成したとい

うことなんですね。 

○説明者（吉川）  はい。そういうふうに理解いただければと思います。 

○赤井委員  この左側にある指標の総合的な結果が８割ということですかね。なるほど。

分かりました。ありがとうございます。 

○梶川委員長  よろしいですか。 

○説明者（吉川）  あと、すみません、先ほど御質問いただきました邦人数でいくと、

ＡＭＥＩＣＣのほうは、ちょっと手元は正確な数字ではないんですけど10人弱がいるとい

うことになっておりまして、さらにＡＭＥＩＣＣからこの執行をするためにＪＥＴＲＯが

委託に出ておりまして、ＪＥＴＲＯには延べ30人ぐらいの執行管理部隊がいるというとこ

ろでございます。それから、ＵＮＩＤＯのほうは東京事務所がありまして、ここがこの案

件の全ハンドリングをすることになっておりまして、これが大体20名程度職員がいるとい

うことでございます。さらに、東京事務所で基本的にはハンドリングしつつ、ＵＮＩＤＯ

の本部、ウィーンも専門チームがありますので、そことうまく連携しながら執行管理して

いくという、そういう体制でございます。 

○梶川委員長  よろしいでしょうか。 

 では、水戸先生、お願いいたします。 
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○水戸委員  水戸でございます。御説明ありがとうございました。ちょっと基本的なこ

とを一、二伺えればと思います。 

 まず、(1)のグローバルサウス未来志向型共創等事業についてなんですけれども、趣旨

としてはグローバルサウスの国と一緒に未来志向、新しいビジネスというかイノベーショ

ンのビジネスを日本企業とともにやって、それで相手国の企業にもメリットがあり、日本

企業も裨益・利益を上げ、結果的には日本あるいは日本企業をよいパートナーと理解して

いただいて、結果的には経済安全保障にも資するという、その辺はよく分かったんですが、

では何をやるかというところで、パワポの３ページ目には「フラッグシップ・プロジェク

ト」を実現することによって達成していきましょうと書いてある中で、これは事前勉強会

でも伺ったんですが、フラッグシップ・プロジェクトの例が北ハノイのスマートシティと

カンボジアのデジタル通貨、中央銀行のデジタル通貨という例を挙げていらっしゃるんで

すが、これは仮の仮定のモデルだということで、現実にこういう案があるわけではないと

いう説明は伺っているんですが。となると、何をもってフラッグシップ・プロジェクトと

御省としてはお考えなのか。あるいは具体的にもう民間からこういう案が──まあ、言え

る、言えないは別にして、例えばこんなことがフラッグシップ・プロジェクトとして出て

きていますみたいなことを御説明いただかないと、ちょっと事業の内容が分からないかな

というのが１つでございます。ついでに言えば、今ないとしたら、これは誰がどう提案し

ていかれるものなのか。民間事業者かなと思うんですけれども、あるいは御省のほうでメ

ニューを投げかけてみるとか、何かお考えはありますですかね。まずそこだけ先に、では。 

○説明者（吉川）  ありがとうございます。おっしゃるとおり、この案件がフラッグシ

ップですと今お示しできるものはございませんが、この予算はもう既に獲得されたもので、

我々も一生懸命、こういう予算があるので活用してくださいというのをいろいろなところ

で、国内もそうですし、海外大使館とかいろいろなところを使って宣伝しておりますので、

皆さんいろいろと御検討いただいておりまして、たくさんこういうのを考えているんだけ

どという御相談はいただいているところでございます。 

 それで、先ほど申し上げましたように、近々にもう公募を開始する予定でございます。

例えばＡＭＥＩＣＣのほうですと、委託を受けているＪＥＴＲＯから先月、６月上旬に公

募を開始しますという公募予告を出させていただいておりますので、まさにそこで手を挙

げていただくということによって案件が、御提案いただいたものを外部審査委員会でしっ

かりと見させていただいて、これはフラッグシップにふさわしいという、日本裨益もある
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というものを採択させていただくということを考えているところでございます。 

○水戸委員  よく理解できました。 

 もう１点だけ。(2)、パワポ７ページの人材のほうの話で少し伺いたいんですが、具体

的には９ページにテーマと大体の予算感が⑧まで挙げられていると思うんですが、正直言

うとバラバラというか、金額もそんなに大きくないし、いろいろなことをやられようとさ

れているのかなという印象を受けている中で、先ほど事務局からは、ＤＸ、ヘルスケア、

ＧＸなどという具体的な言葉が出てきたので少しイメージは湧いたんですけれども、何か、

どなたかあるいはどこかの部局がデザインをして、こういう人材をこのぐらいとか、何か

プランのようなものが少し見えると分かりやすいのかな。これだけだとちょっと、行き当

たりばったりと言ったら失礼ですけれども、あまり統一性を感じなくて、どんな人材を具

体的にどう育てるプランかなというのが見えないかなと思いました。 

○説明者（松本）  ありがとうございます。例えばこの事例に挙がっていますＤＸ・Ｇ

Ｘに取り組む人材という形で、人材育成の目標となる分野が比較的明確に定まっているも

のもあれば、やや交流の強化みたいなところに重点を置いているような形の、やや交流に

近いような、そこから人材育成につなげていくというような事業も確かに幅広くございま

すので、我々も関係部局のほうで議論しながら、そこの横串を通すような仕組みを考えら

れるかということは御指摘を踏まえて検討していきたいと思います。ありがとうございま

す。 

○水戸委員  ありがとうございます。 

○説明者（服部）  いいですか。一言補足でございます。人材のところも、日本はもう

20年、30年と長くやってきているわけなんですけれども、類型の１にあるほうからだんだ

ん多様化してきているというのが実態でございまして、新しいイシューとすれば人権みた

いなところも少し政策的にもカバーしなければということで、そういう項目が入ってきた

り、②のところ、「アジアにおける責任あるバリューチェーン」、こういう新しい行政課題

に対応していくというところもございますし、それから、今松本課長からございましたけ

れども、⑦の辺りとか⑧の辺りは、国際的なイベントにＡＳＥＡＮの方々を呼んで──こ

れは万博を想定しているんですけれども、日本でやる大阪の万博をぜひ見ていただいて、

こういう機会を生かしながらそれぞれの国に知見を持ち帰って、さらにいろいろなことを

将来やっていただきたいとか、⑧のヤングリーダーのところはＡＳＥＡＮのトップ人材と

いうか、起業家とか、かなりポテンシャルの高い人たちの青田買いに近いような世界でご
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ざいまして、こういう人たちとのネットワーキングをしっかりつくって、日本のスタート

アップのＡＳＥＡＮへの展開とかも加速していきたいと、こういう思いでやっているとこ

ろでございまして、方向感なくやっているというよりは、ポイントポイント、ピンポイン

トで狙いを定めて実はやっているところがございます。 

 もし福地課長から補足があれば適宜お願いします。 

○説明者（福地）  ありがとうございます。ＧＸ・ＤＸは、今、先ほど松本課長が申し

上げたように大きな一つの軸となるテーマだと思いますし、今、服部課長のほうから話を

したヤングリーダーのネットワークのところは、分野で切るというよりは、次世代を担う

方々との連携をしっかりと強化していくことによって新しい何かを生み出すという、新し

いビジネスとかそういったことを生み出すということを今想定しながらやっております。

そういう意味で、まさにこの中に多様ないろいろな取組があるというところですので、そ

こをよく横でも連携しながら進めていきたいと思いますし、ここでのネットワークが隣に

も生きるみたいな、そういった形もできていけばいいかなということは思っております。

ありがとうございます。 

○水戸委員  ありがとうございます。理解できました。 

○梶川委員長  ありがとうございました。今、これから赤井先生に御質問をお聞きしま

すけれども、ちょっとコメントシートを、そろそろ時間でございますので、もしまだお送

りいただいていない先生がおられれば、その間に送っていただければと思います。 

 それでは、赤井先生、追加の御質問というのをお願いいたします。 

○赤井委員  私はもう大丈夫です。 

○梶川委員長  大丈夫でいらっしゃいますか。 

 それでは、コメントシートをよろしくお願いいたします。 

 ただいま取りまとめをしておりますので、どなたか何か。なかなか、近代技術の粋を集

めてまとめておりますけど。 

○赤井委員  では、ちょっと今待っている間に、さっきの質問関連でいいですか。 

○梶川委員長  では、赤井先生、よろしくお願いします。 

○赤井委員  すみません。成果目標のところに出ているパーセンテージは、もともとの

計画で、その計画が達成されたかという割合だと思うんですけども、もともとの審査をす

る段階で、費用対効果というか、これぐらいのことをすればこれぐらい利益が上がると。

つまり、これがなかった場合と比べて企業とかの利益がどのぐらい上がるのかというよう
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なところは議論がされているんでしょうか。 

○梶川委員長  事務局、お願いいたします。 

○説明者（吉川）  すみません、ちょっと御質問の趣旨が…… 

○説明者（服部）  多くはまだ公募前の段階なので、どういう提案が上がってくるかは

正直見てみないと分からないところはございますけれども……。 

○赤井委員  もちろん、この事業がなかったときと比べてどのぐらいグローバルサウス

のこの目標が増えたのかというようなところも。 

○説明者（服部）  最初に大屋委員からお話がございましたように、グローバルサウス

諸国というのは明日何が起きてもおかしくないと言ったら言い過ぎかもしれないですけど、

事業環境としてはまだまだ不安定なところがございまして、企業さんの目線に立つと、ど

ちらかといえば安心・安全なアメリカで事業をやろうとか、事業として計算できる方向に

いかにも流れてしまいそうなところを、今回政策的なファイナンシャルな支援を行うこと

によって、日本にとってかなり経済安全保障上もクリティカルな国で例えばこういうこと

をやっていただきたいとか、こういうポテンシャルある事業をぜひ事業化していただきた

いというふうに、企業さんの計算を少し変えるための補助事業でございまして、最大で40

億円まで出ると。大企業であれば２分の１補助とか、そういうことをやることによって、

企業の中でなかなか稟議を通すのが難しい案件でも、一歩踏み出すということをできれば

お願いしたいなというふうに思ってございます。そういう意味で、この事業無かりせば踏

み出さなかったであろう事業というのもきっと幾つか拾うことになると思いますし、これ

をやることによって日本政府が間接的ながら関与する形で、相手国の政府とか相手国の企

業と連携しながら事業をやることによって相手国での認知度もその分プッシュできると思

いますので、これは例えば総理大臣が来られたときに合意した案件ですとか、閣僚が来た

ときにいいねというふうに言ってもらえた案件ですということで、先方での事業展開も幾

ばくか円滑化されると思いますので、そういった効果もどれぐらい定量的に示せるかは分

かりませんけれども、フォローアップする機会にこれぐらいの効果が見込まれたとか、あ

るいは出てきたというふうに評価できるという、そういう形で、できるだけきめ細かく評

価をしていきたいというふうには思ってございます。 

○赤井委員  分かりました。重要だと思うんですけれど、予算も限られているので、ど

こまで予算を入れるとどれぐらいの成果が出るのかということが分かっていると、ある程

度どこまで入れればいいのかという議論にもなるのかなと思いました。 
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 以上です。ありがとうございます。 

○梶川委員長  それでは、皆様からの御意見がまとまりましたので、発表をさせていた

だきます。 

 各委員から様々な御意見をいただきました。各委員の総論として考えるものを当方で集

約した結果、今から読み上げさせていただきますけれども、次の点を踏まえた改善策の検

討を行うこととして取りまとめたいと思います。 

 論点１、「成果目標の設定の妥当性について、抜本的な見直しも含め検討を深めるべき

ではないか」という論点でございますが、研究開発事業のような一定の不確実性が見込ま

れる事業ではないにもかかわらず、80％や60％という成果指標の見積りが適切かつ妥当で

あるのか、改めて検討を行うべきである。多くの先生からいただいております。 

 それから、実証事業を踏まえ、民間事業者が持続的な事業設計を立てることが重要であ

るため、本格的な商用化に向けて出資・融資等のファイナンス成立可否をしようとして見

る必要があるのではないかなど、適切な成果目標の設定について検討を行い、見直しを行

うべきである。これも多くの先生からいただいております。 

 それから、我が国への裨益を個社へのアンケートで取る手法となっているが、最終的に

どのように裨益したかを事業全体として検証できるような指標についても検討すべきであ

る。こちらも、多くというか複数の先生からいただいております。 

 それから、裨益について一定の限界はあるにしても、金銭的評価など定量化を考慮すべ

きである。また、成果目標において、目標達成率の水準の在り方に加え、本事業がどの程

度成果を引き上げたのかの検証も本事業の費用対効果を見極める上で重要。費用対効果の

把握は、限られた予算を費用対効果の高いものへ配分するために重要であるということで

ございます。 

 それから、論点２の「事業執行の状況について、国としてしっかり監視をしていくべき

ではないか」ということで、国際機関を活用した執行を前提としているが、日本への裨益

についてどのような保障があるのか、不透明にならないよう国際機関内部でのガバナンス

を効かせ、拠出の目的どおりに執行されることを国としてしっかり監視する仕組みを構築

し、適切に執行状況についてフォローアップを行うべきである。これも多くの委員の先生

からの御意見でございます。 

 それから論点３、「様々な事業から構成されているが、１つ１つのプロジェクトについ

てしっかりとフォローアップを行う仕組みを検討するとともに、事業全体の成果について
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総合的に把握すべきではないか」、これに関しまして、具体的なプロジェクトの想定がま

だまだ不明瞭な部分があると。実証を踏まえ、民間で自立した本格的な事業がされるとい

う見通しをつけることが重要であり、１つ１つのプロジェクトについてしっかりとフォロ

ーアップを行う仕組みを検討すべきである。複数の事業から構成されているため、課題の

把握や成果の検証が散逸しないよう、事業全体を総括し、効果を総合的に把握する必要が

あり、そのための体制も構築すべき。これも複数、多くの先生からいただいております。 

 それから、政治・安全保障状況の激変など、当初予測したプロジェクトの目的及び我が

国への裨益が実現し難くなるような事態において、プロジェクトの変更・中止を弾力的に

行うため、モニタリング体制についてより明確化すべきである。 

 それから、各事業者の売上、雇用の増加などの把握に加え、波及効果も含め事業全体の

効果を把握するための検討を進めていく必要があるのではないか。 

 以上でございます。これは各先生からいただいたコメントでございますので、さらに追

加的に、今のコメントをお聞きして何かございますでしょうか。 

 よろしいですか。それでは、今読み上げさせていただきましたコメントにつきまして、

今回の２番目の事業の取りまとめとさせていただきます。事務局、御説明ありがとうござ

いました。 

 以上をもちまして、２番目の事業を終了いたします。ありがとうございました。 

 次の事業の議論は16時30分に開始とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

どうもありがとうございました。 

 

     （暫時休憩） 

 

○梶川委員長  それでは、３コマ目として、続きまして「ポスト５Ｇ情報通信システム

基盤強化研究開発事業」を始めます。 

 まず、担当課から事業概要を８分程度で御説明いただければと思います。よろしくお願

いいたします。 

○説明者（金指）  よろしくお願いいたします。情報産業課長の金指でございます。大

変お世話になります。よろしくお願い申し上げます。 

 資料の１ページでございます。５Ｇシステムの重要性ということで、特に今回御審議い

ただきますポスト５Ｇでございます、真ん中のところに「５Ｇの特徴」とありますけれど
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も、超高速・大容量ということに加えまして、超低遅延・多数同時接続というものがポス

ト５Ｇ全体の特徴ということになってございます。 

 ２ページ目でございますけれども、そのポスト５Ｇの３つのエレメントを加速化してい

くための開発支援ということでございまして、真ん中のところに開発テーマを書いてござ

います。大きく、情報通信システムの開発、それから先端半導体の開発ということで、２

つのテーマに沿って個別のプロジェクトの立ち上げというものをやってございます。 

 ２ページ目の下のところに「審査のポイント」というふうに書いてございます。まず、

採択の時点で、後ほどまた御説明申し上げますけれども、技術的観点、それから事業的観

点という形で外部の方の御審査をいただきながら、さらにプロジェクトの期間中というと

ころにつきましてもステージゲートなりを設定しまして、毎年の進捗の確認とステージゲ

ート等を設定しまして定期的に判断をしているということでございます。 

 ３ページ目でございますけれども、ポスト５Ｇ情報通信システム、全体のイメージを３

ページのほうでお示しをしてございます。赤い点線で枠囲いしてある部分がポスト５Ｇ情

報通信システム全体の範囲として我々は捉えてございまして、左の真ん中のところに情報

通信基盤というものがありまして、さらに計算基盤、あるいは一番下のところに半導体と

ございますけれども、この辺りの要素を念頭に開発プロジェクトの立ち上げを行っている

ということでございます。 

 ４ページ目でございますけれども、一つの柱として、情報通信システムの開発というも

のについての概要を４ページのほうでお示しをしてございます。真ん中より下のところに、

イメージという形で絵がございます。基地局の無線部あるいは制御部、伝送路、コアネッ

トワーク、計算基盤といういろいろな要素が情報通信システムの中にございます。それぞ

れ日本のプレーヤーが今グローバルに置かれている状況が異なりますので、置かれている

状況によって、例えば①と書いてあります無線部のところですとか伝送路の部分につきま

しては今でも我が国の企業が一定の競争力を持っておりますので、その技術的なギャップ

をさらに広げるというような取組をしているというものが例としてあるかなと思ってござ

います。 

 ５ページ目のほうは、現在のポスト５Ｇの通信システムに関するグローバルなプレーヤ

ーの状況のお示しをしてございます。下のほうにグラフがございますけれども、赤い部分

が中国のメーカーでございまして、青とそれから緑の部分がヨーロッパのメーカーという

ことで、日系のプレーヤーが一番右に２％程度ということでございまして、この辺りを経
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済安全保障の観点からどう捉えるのかということを意識しながら開発支援を行っていると

いうことでございます。 

 もう一つは、要素といたしまして、その次のページでございます。生成ＡＩの関係の概

念図のみ示してございますけれども、特に基盤モデルの開発ということに焦点を当てまし

て、ポスト５Ｇ通信システムを高度化させるための一つの要素ということとして位置付け

まして、基盤モデルの開発ということにつきましてもこの基金で支援をしているというこ

とでございます。 

 それから、その次の７ページ目でございます。もう一つの柱の先端半導体でございます。

こちらは概況でございまして、1980年代は非常にグローバルに見てもシェアは高かったん

ですけれども、足元10％というところまで落ち込んでおりまして、こういった状況と、さ

らには生成ＡＩの登場も含めて、様々な産業のデジタル化あるいは消費電力の削減という

ものを念頭に技術開発というものに取り組む必要があるのではないかというふうに思って

ございます。 

 ８ページ目のほうは非常に細かいマトリックスになっておりますけれども、先端半導体

の技術開発を行うという観点で整理をしたものでございます。例えばということでござい

ますけれども、一番上の列、ロジックの列のステップ２というところに書いてございます、

２nm世代のロジック半導体の製造技術開発というものが例えばポスト５Ｇで支援をしてお

りますRapidusさんということでございますし、さらに、並行的にステップ３のロジック

のところに「光電融合」というふうに書いてございますけれども、これはまさに電気の配

線を光に置き換えることによって消費電力を圧倒的に削減するということを実現するため

の技術開発でございまして、例えばの例でございますけれども、こういったプロジェクト

にポスト５Ｇ基金から支援をしているということでございます。 

 ９ページ目、一つのフラッグシップのプロジェクトとしてRapidus社というものがござ

います。これまで１つ目の黒ポツに9,200億円という支援を展開しておりまして、開発、

さらには千歳でのパイロットプラントの建設等々、順調に行っているということでござい

ます。 

 10ページは線表でございます。後ほど御確認をいただければと思いますが、その次の、

すみません、ページ番号はちょっと抜けておりますけれども、11ページ目にある「開発ラ

イフサイクルと有識者によるモニタリングについて」というところを御覧いただければと

思います。冒頭のほうで技術審査等々をやっておりますということを申し上げましたけれ
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ども、全体のフローを下のほうのフローチャートで示してございます。一番左に、まず開

発テーマの選定につきまして有識者の方に御意見を頂戴しながら、我々のほうで研究開発

計画の策定を行った上で、それぞれのプロジェクトについて公募を行ってございます。そ

の上で、採択審査につきましては、こちらもまさに民間の経験者、技術関係でお詳しい方

等々に委員会に入っていただいて採択の決定をしていただいているということでございま

す。それ以降の進捗管理が非常に重要だというふうに思っておりまして、事業１年目、２

年目というところに書いてございますけれども、技術推進委員会を組織しまして、進捗の

確認あるいは場合によっては様々なアドバイス等々、開発方針に関するいろいろな御助言

をいただいてございます。さらに、通常のプロジェクト、複数年のプロジェクトであれば、

そのプロジェクトの期間の真ん中のタイミングでステージゲートということを設けており

まして、後半年度の、そもそもこのまま続けていいのかどうかというところの可否も含め

て御審議、御判断をいただいているということでございます。Rapidusさんにつきまして

はこのステージゲートを毎年設定しまして、毎年度きちんと進捗の確認をしながら翌年度

の予算額についても確定をさせていただいているということでございます。 

 12ページでございます。「ロジックモデル」ということと書いてございますけれども、

特に真ん中のところ、短期アウトカム中、長期アウトカムというところに数値目標を設定

してございます。開発プロジェクトでございますのでなかなかトータルでの設定というも

のが難しい部分もありますけれども、短期のアウトカムという意味ではそちらに書いてご

ざいます、まさにプロジェクトごとに外部の有識者の方に設定をいただきました目標の達

成具合ということを指標として置いてございまして、80％のプロジェクトがちゃんとテー

マを達成してくださいということを短期のアウトカムとして設定をした上で、中長期のも

のにつきましてはその右隣にありますけれども、開発プロジェクトが終了した後おおむね

３年たったときに、きちんとビジネスとして実用化されている案件というものを、全体の

半分以上を実用化してくださいということを中長期のアウトカムとして設定をしてござい

ます。 

 それから、13ページ目以降は少し御参考ということで、13ページは半導体に関する支援

ということについての各国の支援規模というものを図として整理をさせていただいたもの

でございます。アメリカ、それからドイツ、中国、日本等々についての数字の整理をして

いるということでございまして、いろいろな考え方がございますけれども、我々としては

引き続き必要なものを選択と集中しながら、支援を継続するものについては継続をしてい
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きたいというふうに考えてございます。 

 それから、16ページ以降のところで、官民のリスク分担の考え方についてということで

少し事例も準備をしてお示しをしてございます。半導体と、それから通信の部分で、委託

と助成の考え方について簡単に整理をしてございます。 

 16ページにあります委託の部分、光電融合でございますけれども、一番下のところに

「委託・助成の理由」と書いてございますが、やはり実用化の時期というものをからバッ

クキャストしまして、プロジェクト開始時点で事業性がどこまで評価できますかというと

ころが委託と助成の大きな分かれ道かなと思っておりまして、なかなか足が長くて、開始

時点では事業性が十分に予測できないものについては委託でやっておりますけれども、一

方でそこの部分がある程度勘案できるというものについては助成という形を取って、事業

者にもきちんと負担をいただいているということでございます。 

 最後は18ページでございますけれども、ポスト５Ｇというものに関しましていろいろ支

援策を投入してございます。例えば３Ｇ・４Ｇの時代との比較というものをごく簡単に整

理をさせていただいてございますけれども、３Ｇ・４Ｇは主にはモバイル中心のコミュニ

ケーションツールとしての位置付け、それを支える通信インフラということだったと思い

ますけれども、ポスト５Ｇということで、冒頭申し上げましたように、さらなる大容量化

ということに加えまして、超低遅延、多数同時接続というものの機能の追加によりまして

相当産業利用というものが拡大をしていくということで、コミュニケーションツールとい

うよりも、むしろ産業の競争力に直結していくコア技術になっているのかなというふうに

認識をしてございます。さらに、ＡＩの登場等も相まってその取扱いのデータ量が爆発的

に増加するということで、そこの信頼性・安全性というものも経済安保の観点から非常に

重要だということでして、この辺りを勘案して、我々としては予算によるそのサポートを

しているということでございます。 

 取りあえず御説明は以上でございます。 

○梶川委員長  御説明ありがとうございました。 

 それでは、本事業の論点を御説明いたします。本事業について、１番目、「なぜこれだ

けの大規模な国費を投じる必要性があるのか、引き続き分かりやすく示すべきではない

か」、２つ目、「国の支援の在り方について引き続き検討を深めるべきではないか」、３番

目、「成果目標は適切なものであるか、不断に点検を行うべきでないか」、以上、３つの論

点を中心に御議論をいただきたいと思います。 
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 それでは、よろしくお願いいたします。またどなたからでも結構です。御意見または御

質問等はございませんでしょうか。では、大屋先生、お願いいたします。 

○大屋委員  御説明ありがとうございます。慶應義塾の大屋です。 

 １点目は、この事業が、５Ｇを含む情報通信システムというのは、経済安全保障の観点

からも重要であるというのは資料の１ページのところでも説明されるところなんですけれ

ども、伺いたいのは、事業の選定なり評価なり、資料で言うと、ページ数がついていない

「開発ライフサイクルと有識者によるモニタリングについて」という、11ページで、これ

は案件ごとに技術推進委員会とか外部有識者によるステージゲート審査で、これは進捗は

ちゃんと確認しておりますというスキームだと思うんですけれども、ここにおいて経済安

全保障上の観点というのは考慮される仕組みになっているのか。それをあからさまにちょ

っと指標化と言うのは難しいかもしれないんだけど、そういう配慮をしているのかという

ところについてまずお聞かせいただければと思います。 

○説明者（金指）  ありがとうございます。基本的には経済安保というのは政策的な観

点が強いのかなというふうに思っておりまして、一番最初の開発テーマを検討するときに、

我々政府側のほうでそういった経済安保の面も考えながら開発テーマを設定しているとい

うのが基本的な考えでございますので、その後は、基本的には有識者の方には主に技術的

な観点でのアドバイスなりサポートをいただいている。もちろん不断にいろいろ、様々な

方とコミュニケーションを取っておりますので、そういった観点で我々も経済安全保障の

観点からのいろいろな変化というものは敏感に感じるように努力はしておりますけれども、

基本的にはそういう仕組みを取っております。 

○大屋委員  分かりました。ありがとうございます。 

 もう１点ちょっと伺いたいんですが、４ページのところで、技術開発の支援対象として、

④で「産業用途サービス創出のさらなる促進」というのを掲げられていると。要するに、

技術単体ではなくて、それを利用する市場のほうの拡大も視野に入れているということだ

と思うんですけれども、ちょっと違和感があったのは、ただ、ポスト５Ｇでないとできな

い用途を拡張することによって市場の転換を促進するんだという話は理解できる気がする。

例えば医療用途なんかだとそれはあり得ると思うのですけれども、２ページ後で説明され

た６ページ、生成系ＡＩ基盤モデル開発というのは、それでちょっと説明がつくのかと。

というのは、おっしゃったように利用側に拡大する趣旨は分かるんですけれども、基本的

には①～③の辺りが、ＯＳＩの参照モデルで言うと、物理層からせいぜいトランスポート
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層の話をしているだろうといったときに、生成系ＡＩってアプリケーション層そのものな

気がするし、それはポスト５Ｇでないと何か違うかと言われるとよう分からんのです。こ

こについて、これをちょっとここの事業に含めたという経緯であるとかお考えがありまし

たら、ちょっと御説明いただければと思います。 

○説明者（渡辺）  ソフト室長の渡辺からお答えを申し上げます。御質問ありがとうご

ざいます。 

 ４ページにございますように、情報通信システムのイメージというのがありまして、ま

た３ページ目のところでも赤い点線でお示しをしましたけれども、このポスト５Ｇ情報通

信システムというのは必ずしも無線のところだけを研究開発の対象にしているわけではご

ざいませんで、あくまでそこの後ろ側にあります計算基盤も含めたシステムとしての競争

力なり社会実装をやっていくというふうに考えています。その際に、やはり無線の後ろ側

にある計算基盤、情報処理を行う部分というのが、今、量子コンピューターというのも出

始めてきていますし、また、そこで個別のアプリケーションのＡＩというよりは、やはり

様々なＡＩを、個別のアプリケーションを支えるある種の基盤的なファンデーションなＡ

Ｉというものも、非常に広範にその計算基盤の能力を決める形になっておるものですから、

したがいまして、この生成ＡＩの基盤モデルというものの開発というものも今回支援の対

象にさせていただいたというものでございます。 

○大屋委員  ありがとうございます。もちろん、５Ｇに焦点を当てているんだけれども、

無線というのはどこかで有線につながらないといけないわけなので、それまで含めて、当

然計算資源まで含めて範囲内なんだという御説明は理解できるところがあるんですけれど

も、一方で、そういう意味で、計算資源であれば何でもこれの対象にできるというのもお

かしな話であって、では、もうできたのかな、京の後継のスーパーコンピューターの開発

もこれでカバーできるのかと言われると、そういう話ではないだろうと思われる。やっぱ

りちょっとここは、ポスト５Ｇ技術との関連性で境界線をどこまで定めるかという観点が

もうちょっと強調されるべきだったのかなというふうには思いました。必要性の高い事業、

目的だったというのは首肯しますので、取りあえず使えそうだからやっちゃったみたいな

ことがあっても私自身は別に腹は立たないんですけれども、ちょっと出過ぎたのではない

かという疑問を覚えるところではあります。 

 私からは以上にしておきます。 

○説明者（渡辺）  ありがとうございます。１点だけ補足させていただくと、やはりこ
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のポスト５Ｇ情報通信システムというものをしっかりとシステムとして根付かせるという

意味において、やはり同タイミングで計算基盤の競争力を消し得るものというものは、や

はりこれを併せて今回研究開発を行って、無線そのものではありませんけれどもシステム

としてしっかりと、システムとして競争力が高まるように、今回ＡＩに関しても開発対象

とさせていただいたということでございます。ありがとうございます。 

○説明者（金指）  １点だけ。個別のアプリケーションのレイヤーは、我々もそもそも

予算で支援するということではないだろうと思っていまして、そこはむしろオーガニック

な、例えば業種ごとのデータを出して、使う側とソリューションをアプリケーションとし

て提供する側をどう組織するのかというエコシステムづくりみたいなことのほうが政策的

には取るべきアプローチだと思っていまして、この図の中でもう少しちょっと説明を足す

ようにいたしますけれども、まず不可欠な基盤モデルのところは支援対象にしておりまし

て、ちょっと上の部分は少なくとも予算で支援するような話ではないのかなというふうに

思ってございます。 

○梶川委員長  御説明ありがとうございます。 

 それでは、水戸先生、お願いいたします。 

○水戸委員  御説明ありがとうございました。ちょっと個別の話になってしまうんです

けれども、教えてください。13ページ以降ですかね、ＣＨＩＰＳ法の成立により税制の優

遇を受けられているというアメリカの話がいろいろ出てきています。これは事前勉強会の

ときにお願いすればよかったのかもしれませんが、14ページ、15ページで、表の形で各国

の政策動向がうまくまとめられていて、これに日本というのもあったらよかったかなと思

って──まあ、今言ってもしようがないので、それに関連した御質問なんですが、２年前

かな、2022年ですかね、ＣＨＩＰＳ法の成立に何か刺激を受けての日本の動きというのは

ありやなしや、日本では戦略税制が従来型半導体のみになっていて、先端半導体は対象外

と書かれていますが、これは法律レベルなのか政省令なのかとか、どのくらい日本の政治

が動くと変わるのかとか、その辺をちょっと伺えればと思います。 

○説明者（金指）  税の話はむしろ告示レベルで、運用の中で補助金と税制については

両取りしないという制度設計にしてございます。これはもともと補助金と税の部分の制度

の趣旨というものが、どちらかというと補助金のほうが、初期投資、イニシャル投資が非

常にかかるものについて、大きくその補助金を投入しながら投資のインセンティブを確保

するという趣旨で始めておりまして、一方で税制のほうは、これは相対論なんですけれど
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も、初期のイニシャルコストよりもどちらかというとオペレーションの部分のコストがか

かるかなというものに対して、補助金よりもオペレーションの部分の生産量に応じて毎年

インセンティブを増減させるような仕組みのほうがこちらのタイプについては効くのでは

ないかという議論が政府の中でもありましたので、それを最終的にルール化するときに、

もともとその対象も少し分けておりますけれども、ルールとして使えないというルールに

してございます。趣旨は、ちょっと対象の考え方が違うということは御理解いただけると

ありがたいかなというふうに思っています。 

○水戸委員  そういう意味では選択の問題であり、日本は補助金のほうで選択している

ので特段ボトルネックになっているわけではないということですか。 

○説明者（金指）  税のほうはどちらかというと、我々、非先端というか、産業用途と

して使われているものに税を使っていただいて、大きなものには少し補助金でという形の

考え方を我々としては取っているという感じです。 

○水戸委員  理解しました。ありがとうございます。 

○梶川委員長  ありがとうございました。 

 それでは、ほかの委員の先生。滝澤先生、お願いします。 

○滝澤委員  御説明ありがとうございました。非常に重要な事業だと思います。 

 特に強いコメントということはないんですけれども、例えば９ページ目のRapidus社へ

の支援の決定ということで書かれていますが、１つは質問で、こういう支援の上限の金額

は毎年度示されていますけれども、これはどのような形で決められているのかというのが、

１点質問があります。まずそれについてお答えいただければ。 

○説明者（金指）  まず、予算ですので、当然ある年度の予算要求のプロセスの中で、

我々として、翌年度に仮にこういう開発が継続して行われた場合についてはどれぐらいの

金額が必要になるよねということは、かなり実は、例えば装置についてもどの装置が必要

ですかというのは、型番みたいなものも取り寄せながら、かなり精査をしながら財務省さ

んにまずお届けをしまして、御相談して、全体の予算額については議論をさせていただい

てございます。それとはまた別に、先ほど全体のプロセスの中で、ちょっとページ番号が

すみません、ないですけれども、11の「開発ライフサイクルと有識者によるモニタリング

について」というところの、ステージゲートというものはRapidusについては毎年ステー

ジゲートをやっておりますので、そのステージゲートの中でこれまで、例えば今年の３月

のステージゲートの審査でありますと、その３月までに開発が本当に必要なプロセスとし
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てちゃんと目標を満たされていますか、それと同時に、では４月以降についてどれぐらい

の金額が想定されるのかということを最終的にこの場で決めていただいて、予算の上限額

というものをはめていただいているというやり方になってございます。 

○滝澤委員  ありがとうございます。 

 ついでに１点なんですけれども、特定のこうした企業に対して割と、１兆円とかかなり

大きな規模の国費が投入されていると思うんですけれども、すみません、以前お伺いした

かなと思うんですが、研究の成果についてはどのような配分といいますか、どういう感じ

なんでしょうか。 

○説明者（金指）  全体の目標という意味では、昨年の行政事業レビューの中で、この

基金ともう一つ、特定半導体という量産向けの基金についても御審議をいただいておりま

して、そのときに全体2030年15兆円の生産高というのを、まず半導体全体については目標

として決めていただいてございます。そのときに、そのロジックにつきましては1.5兆円

という目標を立てておりまして、そこにきちんとRapidusさんがミートするようにサポー

トをしっかりしていこうというのが目標についての考え方になってございます。1.5兆円

については、Rapidusさんと、あとＴＳＭＣさんの熊本の工場という２つのプロジェクト

が動いておりますので、それをきちんと順調に立ち上げていくことで2030年の1.5兆円と

いう数字を満たすということを目標としては定量的に考えているという形でございます。 

○梶川委員長  よろしいでしょうか。 

 それでは、ウェブで御参加の赤井先生、お願いいたします。 

○赤井委員  ありがとうございます。前回のときにちょっと国際比較をと言って、今日、

今回資料を入れていただいて本当にありがとうございます。国際比較を見ると、まだまだ

日本は少ないということが出てくると思うんですけれども、この事業は多分必要かと言わ

れたら必要ってなると思うんですけど、その規模をどのようにするのかというところがな

かなか、誰も知見を持っていないし、どこまでやればいいのかというところは議論がある

と思うんですね。そのときにやっぱり外国との比較というのは重要で、海外と比較して見

ると、資料にもありましたけれども中国・米国が高いと。ほかのところは日本よりも少な

いと。日本の国力も考えて、どこまで入っていくのかというところで、この海外事例から

見ると日本は少ないということになると思うんですけど、その海外が全てうまくいってい

るのかということも分かりませんし、その辺り、この国際比較の中の規模に加えて、より

詳細な、どういうふうにしてうまくいっているのかというところでもう少しあれば教えて
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いただけますか。それを日本にどのように生かしているのかというところで。 

○説明者（金指）  ありがとうございます。海外の部分についても、実際は補助金の執

行が今まさにちょうど始まり始めているという形でございまして、アメリカの事例につき

ましても、今年に入ってから大型のプロジェクトに対する支援決定というものが出ている

ということでございます。そういう意味では、予算の執行という面では日本が実は先行し

て進んでいる面がございまして、そういう意味では海外との比較というものもこれから出

てくるとは思いますけれども、まず我々として意識をしておりますのは、実際に例えば設

備投資がどういうふうな形で動いているのかとか、そういった投資効果みたいなものをで

きるだけトレースをしながら、１つは税金を使わせていただいていることになりますので、

投資効果みたいなものをできる限り説明責任を果たしていくことがまず足元でできること

かなと思っておりまして、それと並行して、海外の事例がきちんと本当に、より執行が追

いついてきましたら、その辺りの比較をさらに精緻にしていきたいなというふうに思って

ございます。 

○赤井委員  多分、金額に加えてその中身ですよね。どういう形でやっているのか。そ

れも多分、成功するかどうかの鍵にもなると思うので、今後そういうところを整理されて

いって、よい事例をどんどん海外からも入れていくし、日本の特徴に合わせた形での政策

にもつなげていただくといいと思います。 

 以上です。ありがとうございます。 

○梶川委員長  ありがとうございました。 

 それでは、ほかに。柏木先生、お願いします。 

○柏木委員  御説明どうもありがとうございました。私も今の赤井委員の御質問と似て

いるんですけれども、日本は出遅れた、だから今急いでポスト５Ｇでキャッチアップした

ほうがいいというふうに国民全体が思っているかと思うんですけど、実際にどのぐらいそ

んなに遅れているのかと。例えば、国内のニーズに対する遅れと、海外との比較でどのぐ

らい遅れているのかという見方があると思うんですけど、例えば18ページに現在の５Ｇと

ポスト５Ｇということで右側に図が出されているんですけれども、国内ニーズに対して、

多数同時接続とか、超遅延しないようにとか、そういう国内ニーズにおいての遅れと、あ

と諸外国と比較したときに、半導体とかはそうなんだろうとは思うんですけれども、あと

「６Ｇ」とかそういう言葉も出ている中で、どのぐらい遅れているのかというのをどうい

うふうに見たらいいのか、そこがもうちょっと教えていただけるとありがたいなと思うん
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ですけれども。 

○説明者（金指）  ありがとうございます。例えばの例で、半導体の話で申し上げます

と、Rapidusさんもそうですけれども、半導体の種類の中でロジック半導体という、半導

体の種類の中でいくと計算処理を行う半導体をRapidusさんは開発に今取り組んでいただ

いてございます。そのロジックにつきましては、このチップを作るときにシリコンのウエ

ハーの上に回路を焼き付けて半導体を形成していくというプロセスがございまして、その

回路の幅でかなり技術的な先進性というものが語られることになっておりまして、ＴＳＭ

Ｃさんの例えば熊本の第一工場が28nmから12nmということになっているんですけれども、

実はＴＳＭＣがなかったときは日本にあったロジックの生産能力は40nmというところまで

しかございませんで、それをどういう形で進めていくのかということを、まず手前の部分

はＴＳＭＣの熊本でやっていますし、最先端の２nmという領域についてはRapidusに取り

組んでもらっているという、そういう状況でございます。大事なことは、Rapidusさんの

プロジェクトが非常に金額も大きいですし、我々も当然気を引き締めながらやっておりま

すけれども、Rapidusさんのチップを使ってここに、18ページに書いてありますような多

数同時接続ですとか低遅延ですとか、そのサービスを使う側のユーザー産業がそれによっ

てきちんとその競争力を取り戻していくと。例えば自動車であれば、自動走行をきちんと

実現するために最先端のチップを、Rapidusのチップを使っていくというところまでしっ

かりとフォローしていくことが我々は大事だと思っておりまして、先ほどのロジックの遅

れということと、それを取り戻していくということと、それを取り戻すのと並行的に使う

側のユーザー産業のプロジェクト組成みたいなものもサポートすることで、遅れている部

分を全体として取り戻していきたいなと、そんなことを考えてございます。ちょっと言葉

でしか御説明ができていないので、また後ほどちょっと資料は整理してお届けするように

したいと思います。 

○梶川委員長  ありがとうございました。よろしいですか。 

 ほか、追加的に。皆さん１回はお聞きになられたかもしれませんが、非常に重要なテー

マだと思いますし、何かございませんでしょうか。 

 では、ちょっと皆様お考え、非常に幼稚な質問で、この席に座ってお聞きするのは非常

にあれなんですけれども、気が引けるんですけれども、これは非常に、ここで論点にも出

たように大規模な国費を投じてこのプロジェクトをやっているということで、この国につ

いては非常にここがやっぱりどんどんどんどん遅れちゃっているねと。これ、パブリック
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な資金のファイナンスという意味で非常に大きな課題だと思うんですけれども、これは結

局ある意味では民間の資金のファイナンスというのにも非常に問題が実はあるんだろうな

と。この両者を併せたファイナンスについてのガバナンス構造とか、ある種のリスクテイ

クの動機付けとか、何かそちらが、これだけの資金を国として一生懸命入れていたけど何

でなのというところが、雑感で結構なんですけれども、私も非常にまとまった質問ではな

いんですが、どうしてなのという。もうちょっと民間で頑張ってもいいのではないのとい

うような気も逆にするんですが、何に構造的な問題があるのか、日頃感じられていること

があったらちょっと教えていただければと思います。 

○説明者（金指）  例えばの例で、まさにRapidusさんのことを少し考えますと、非常

に半導体の事業そのものがキャピタルインテンシブで、やっぱり最初に非常に投資の規模

がものすごくかかるということは、民間のほうから資金をレイズしていくのに非常に難易

度が高くなっているというのは、まず事業の特性としては非常にあるのかなと。逆に申し

ますと、それがあるからこそ非常にプレーヤーが限られてきていて、参入障壁が非常に高

くなっているということですので、少しそういう事業の特性は割り引いて考える必要があ

るのかなと思っております。一方で、事業の進捗に応じてやはりそのフェーズが変わって

くるのも事実でございまして、Rapidusさんは今まで順調に開発は進んでおると。私も今

年の４月にニューヨークまで行って開発もこの目で見てまいりましたけれども、開発は非

常に順調に進んでいると思います。27年に量産していくということになりますので、これ

からお客さんとの関わり合いというものがよりリアリティーを持って、実際に量産のライ

ンとして、このラインのこの部分はこのお客さん向けだよねという、そういう議論が始ま

ってまいりますので、そういう意味では民間のほうのお金も今までとはちょっと違うフェ

ーズに入ってくるというふうに思ってございます。先月の末、5月31日に我々の中で少し、

まさに外部の有識者の方の御意見をいただく検討会議がございまして、その場で事務局の

資料からも、Rapidusさんを継続的に支援していく前提として、民間からの調達というも

のもやっていかないといけませんよねというふうなことも事務局の考えとしても提示をさ

せていただいておりますので、我々としても今年以降そこの部分についてはしっかりと肝

に銘じて進めていく必要があるだろうなと思っております。 

 その辺りで、確かに日本のファイナンス全体が十分かどうかというとなかなか難しい面

はあるのかもしれませんけれども、ただ、議論をしていますと、事業会社の皆さん方は少

しずつやはり、先ほどの車の例ではないですけれども、やっぱりこれがないと自分の車の
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ビジネスにとって将来やっぱり不可欠な技術だよねという理解度は非常に充実してきてい

るのかなというふうに私自身は感じておりますので、そういう意味で難しい面はあります

けれども、民間からの調達も今後実現できるフェーズには入ってくるのかなというふうに

思ってございます。 

○梶川委員長  ありがとうございます。非常に取りとめのない質問で申し訳ございませ

ん。 

 ほかはよろしいでしょうか。もしまとまりましたらコメントシートを少し、時間をまだ

区切っておりませんけれども、お出しいただければと思うんですが。 

 すみません、ちょっと皆さんまだ整理をされているので、またまた幼稚な質問なんでご

ざいますけど、Rapidusさんは毎年ステージゲートをやっておられるというお話で、何と

なく素人考えですと、これを毎年やって、もっと投資しなきゃいけないよねという結論に

行くほうの話がちょっと普通かなという気がするんですが、これをやめるという方向にゲ

ートを切るというのはちょっとしばらくの間はあんまり現実的なディシジョンではないよ

うな気もするんですけど、あんまりこういう場所で御質問していいことかどうかは分から

ないんですが。 

○説明者（金指）  いろいろな御判断は当然あり得るんだと思っておりますけれども、

これはRapidusさんに限らず、技術審査委員会ですとかステージゲートの先生方からは、

もちろん最後はやめるという判断もあり得ると思いますけれども、例えば開発面について

も、今までこういうところを指標に置いていたものに関して少し遅れているということで

あれば、それに関して、こういうプロセスでアプローチをしながら追加的にこういう指標

で管理したらいいのではないかみたいなところのアドバイスをいただきながら補正をして

いくということは結構な頻度でいただいてございますので、やめるというのは本当に最後

の最後だと思っておりますけれども、まずはそういうことで、しっかりと補正をしながら

して進めていくということもかなり大事なポイントなのかなというふうには思ってござい

ます。どうしても我々役所側だけですとそういうところまで目が行き届かない面は当然に

ございますので、特に先ほど申し上げました管理のいろいろなパラメーターがありますの

で、こういうところを見ていったほうがいいのではないかみたいなところは本当に御示唆

を頂戴しているかなというふうに思ってございます。 

○梶川委員長  ありがとうございました。 

 では、柏木先生、お願いいたします。 
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○柏木委員  すみません、少しお時間があるようなのでもう少し教えていただきたいん

ですけれども、５ページ、６ページのことなんですけれども、基地局市場と、あとその下

の生成ＡＩ基盤モデルの開発で、今後の見通しというか、日本のこの可能性についてもう

少し教えていただけますか。両方について。 

○説明者（金指）  基地局の部分につきましては、特に我々としては４ページのところ

にちょっとお戻りをいただきまして、例えばいろいろな機械の要素がありますけれども、

左のところに基地局の無線部と制御部というのがございます。ちょっとマニアックなんで

すけれども、５Ｇのシステムの中で最後に、ずっと光ファイバーで当然通信はやり取りが

されますけれども、最後にファイバーから例えば携帯の端末ですとか無線で飛ばす部分、

それが基地局と呼ばれている部分でございまして、その基地局も制御部と無線部というと

ころに分かれてございます。今までは、この全体がある種、例えば中国のメーカーさんだ

ったりとかヨーロッパのメーカーさんがまとめてドーンと提供されることでシェアをかな

り取っていた部分がございます。資料の今御覧いただいている４ページの制御部と無線部

の間にインターフェースというのがありまして、その上に緑の字で「Ｏ－ＲＡＮ（オープ

ンＲＡＮ）」というふうに書いてございまして、今はまさにそういう、ある種全部まとめ

てブラックボックスで提供するということではなくて、そこを分断して標準化することで

いろいろなベンダーさんにマーケットに入ってもらいやすくするというオープンな仕組み

というものの普及が始まってございます。これは例えばアメリカなんかとも一緒にグロー

バルにオープンＲＡＮの市場を増やしていこうということを、一緒に実証事業なんかもや

っておりまして、そこでオープンなマーケットが増えていきますと、日本のデバイスメー

カーさんが今まで中国ですとかヨーロッパのメーカーさんが持っているマーケットに入っ

ていく可能性は増えてくるのかなと思っていまして、ただ、そこでも当然技術的な競争が

いろいろありますので、例えば小型化したりとか、それから出力の力を上げていくとか、

その辺のオープンなマーケットになった上での開発支援みたいなものをセットでやってい

くと、今２％ぐらいになっておりますシェアが少しずつ伸びていく可能性というのは十分

にあるのではないかというふうに考えてございます。 

○柏木委員  ５ページでお示ししていただいているこの棒グラフのところが、それによ

って拡大するというふうに。 

○説明者（金指）  そうですね。少しずつ拡大していく可能性は十分にあるかなという

ふうに思ってございます。 
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○柏木委員  ──と思っていてよいということですね。分かりました。下はいかがです

か。 

○説明者（渡辺）  ＡＩのほう。 

○柏木委員  もう時間だったら…… 

○梶川委員長  いや、結構でございます。 

○説明者（渡辺）  ＡＩのほうは私のほうからお答えしますと、先ほど委員から御質問

があったとおり、この情報通信システムというのは無線、つまり通信のところだけではな

くて、それを支える情報処理を行うところ、これも含めて競争力をつけようというもので

ございます。それにおいて、今このＡＩという計算能力というものが非常に注目をされて

いることでございます。そして、１つ分かりやすい例で申し上げたら、この生成ＡＩがや

はり注目されたのは2022年11月に出たChatＧＰＴでございます。このChatＧＰＴは、実は

ＧＰＴ－3.5という基盤モデル、これがベースになっています。すなわちＧＰＴ－3.5、今

は実は最新のものはＧＰＴ－４でございますけど、ＧＰＴ－４ｏとかいうのが続いていろ

いろ出てきていますけれども、このＧＰＴ－3.5というのは2022年に出ています。それで、

この事業で支援することを通じて、今年の夏には日本勢の複数の企業がこのＧＰＴ－3.5

相当で、日本語の性能に関してはキャッチアップするところまで来ております。残念なが

らＧＰＴ－４にはまだ追いついておりませんけれども、あれだけ騒がれたＧＰＴ－3.5の

ものが、それに対して、Rapidusと違いましてこのＡＩの分野というのは複数の事業者が

やはりやっていくべきものだと思っていますので、複数のプレーヤーが今年の夏には日本

でも出てくるという状況。２年遅れ──まあ、２年までは遅れていませんけど、1.5年遅

れということでございますが、しかし、実はＧＰＴの初期タイプというのは2018年に出て

いますので、そこからの歴史を考えますと、やっぱりキャッチアップするほうが早いです

から、今一生懸命日本勢がキャッチアップをして、さらに自分たちの競争優位なところは

どこかというのを見出そうとしているという状況でございます。 

○梶川委員長  ありがとうございました。 

○柏木委員  ありがとうございました。よく分かりました。 

○梶川委員長  それでは、皆様のコメントをいただきましたので、各委員から様々な意

見をいただきましたが、各委員の総論として考えられるものを当方で集約した結果、次の

点を踏まえた改善策の検討を行うこととして取りまとめたいと思います。 

 まず、論点１、「なぜこれだけの大規模な国費を投じる必要性があるのか、引き続き分
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かりやすく示すべきではないか」。特定の企業に対して兆円規模の多額の国費が投じられ

ようとされている事業であり、国民の関心も高いことから、国際競争の状況や研究開発の

進捗の状況を含め、具体的な事業の必要性について説明責任を果たし、引き続き透明性の

向上を図るべきである。これは多くの委員の皆様からいただいております。 

 続きまして、開発テーマの策定になどに当たり、経済安全保障の観点が適切に反映され

ていること、事業目的であるポスト５Ｇ情報通信システムの基盤強化との関連性が十分確

保されていることを保証する体制を強化すべきである。 

 多額の国費が投じられているため、毎年度の支援額の決定プロセスなど分かりやすく国

民に説明する必要があるのではないか。 

 それから、本事業は必要であると思われるが、その規模についてはいろいろな見方があ

り、その規模に関しての説明責任が重要。本事業は国際競争の観点もあり、外国の事例と

の比較は事業規模の在り方を考える上で有益な情報になると思われる。国際比較の内容、

支援額、ＧＤＰ比率に加え、その方式・内容等についてより詳細に行い、海外での成功事

例、失敗事例、その要因を整理していくことは日本の事業規模・戦略を考える上で有益で

あると思われる。 

 それから、論点２「国の支援の在り方について引き続き検討を深めるべきではないか」。

現在は国が主導する事業として企業へ委託しているが、最終的に民間主導の事業として成

り立たせていくためにはどのような支援が必要なのかなど、官民の役割分担とその将来的

なスケジュール感について検討を深めるべきである。これは多くの委員の方からいただい

ております。 

 論点３、「成果目標は適切なものであるか、不断に点検を行うべきではないか」。複数事

業にまたがる半導体の支援施策との関係性など、最終的な成果目標の達成に至るロジック

モデルのブラッシュアップに努めるとともに、基金シート等を通じて分かりやすく国民に

示すべきである。これも多くの委員の方からいただいています。 

 その他としまして、日本の状況については引き続き広く冷静に把握していただきたい。 

 以上をもちまして各委員からいただいたコメントでございますけれども、何か追加的に

コメント、御意見等ございますでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、以上をもちまして本セッションの取りまとめとしたいと思います。どうも、

事務局、御説明ありがとうございました。 

○説明者（金指）  ありがとうございました。 
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○梶川委員長  それでは、以上をもちまして本日予定しておりました３事業の議論が終

了いたしました。 

 次回は、６月６日に開催される公開プロセスでは、１、「ワクチン生産体制強化のため

のバイオ医薬品製造拠点等整備事業」、２つ目は「バイオものづくり革命推進事業」、３つ

目は「創薬ベンチャーエコシステム強化事業」、そして４つ目、「先進的ＣＣＳ支援等事

業」、この４事業を議論する予定でございます。 

 本日は、長時間にわたり、関係者の皆様、誠にありがとうございました。これにて閉会

とさせていただきます。どうもありがとうございました。 

 

                                 ――了―― 


